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議案第 ７４号参考資料

川口市税条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市税条例（昭和２９年条例第１１号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準）

第３３条 （略） 第３３条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 法第２３条第１項第１５号に規定する特定配当等（次項及び ３ 法第２３条第１項第１５号に規定する特定配当等（以下この項及び次項並びに

第３４条の８において「特定配当等」という。）（同号ロに掲げるものを除く。 第３４条の８において「特定配当等」という。）

以下この項において同じ。）に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特 に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特

定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。 定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。

４～６ （略） ４～６ （略）

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除）

第３４条の６ （略） 第３４条の６ （略）

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第１１項（法附則第５条の６第３項又 ２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第１１項（法附則第５条の６第２項

は第４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に定めるところによ の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に定めるところによ

り計算した金額とする。 り計算した金額とする。

（市民税の申告） （市民税の申告）

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日までに、施行規則 第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日までに、施行規則

第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、 第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、

法第３１７条の６第１項又は第４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等 法第３１７条の６第１項又は第４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等

支払報告書を提出する義務がある者から１月１日現在において給与又は公的年金 支払報告書を提出する義務がある者から１月１日現在において給与又は公的年金

等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に 等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に

係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得を有 係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得を有

しなかった者で社会保険料控除額（令第４８条の９の７に規定するものを除く。 しなかった者で社会保険料控除額（令第４８条の９の７に規定するものを除く。
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）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労 ）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労

学生控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が９， 学生控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が９，

０００，０００円以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号 ０００，０００円以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号

の２に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５０，０ の２に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５０，０

００円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないものに係るもの ００円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないものに係るもの

を除く。）、同条第４項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額（特 を除く。）、同条第４項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額（特

定親族（同条第１項第１２号に規定する特定親族をいう。第３６条の３の２第１ 定親族（同条第１項第１２号に規定する特定親族をいう。第３６条の３の２第１

項第３号並びに第３６条の３の３第１項及び第２項第４号において同じ。）（前 項第３号及び第３６条の３の３第１項 において同じ。）（前

年の合計所得金額が８５０，０００円以下であるものに限る。）に係るものを除 年の合計所得金額が８５０，０００円以下であるものに限る。）に係るものを除

く。）の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第 く。）の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第

３１３条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若 ３１３条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若

しくは雑損失の金額の控除若しくは第３４条の６の規定により控除すべき金額（ しくは雑損失の金額の控除若しくは第３４条の６の規定により控除すべき金額（

以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除を受けようとするも 以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除を受けようとするも

のを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」とい のを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」とい

う。）及び第２４条第２項に規定する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄 う。）及び第２４条第２項に規定する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄

の（２）に掲げる者を除く。）については、この限りでない。 の（２）に掲げる者を除く。）については、この限りでない。

２～９ （略） ２～９ （略）

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書）

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に規定する申告書 第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者（以下この条において「給与所得者」という。）で を提出しなければならない者（以下この条において「給与所得者」という。）で

市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する 市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する

給与等の支払者（以下この条において「給与支払者」という。）から毎年最初に 給与等の支払者（以下この条において「給与支払者」という。）から毎年最初に

給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げ 給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げ

る事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければ る事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければ

ならない。 ならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が１０，０００，０００円以下であるも (2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が１０，０００，０００円以下であるも

のに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定する のに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定する

青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び 青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び
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同条第４項に規定する事業専従者に該当するものを除く。次条第１項第２号に 同条第４項に規定する事業専従者に該当するものを除き、

おいて同じ。）（合計所得金額が１，３３０，０００円以下であるものに限る 合計所得金額が１，３３０，０００円以下であるものに限る。

。）の氏名 次条第１項において同じ。）の氏名

(3) ・(4) （略） (3) ・(4) （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定による申告書の提出の際に経由すべき ５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定による申告書の提出の際に経由すべき

給与支払者が令第４８条の９の７の２において準用する令第８条の２の２に規定 給与支払者が令第４８条の９の７の２において準用する令第８条の２の２に規定

する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出 する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出

に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（ に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であっ 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であっ

て施行規則で定めるものをいう。次条第５項及び第５３条の９第３項において同 て施行規則で定めるものをいう。次条第４項及び第５３条の９第３項において同

じ。）により提供することができる。 じ。）により提供することができる。

６ （略） ６ （略）

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書）

第３６条の３の３ 次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」とい 第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申

う。）は、公的年金等支払者（所得税法第２０３条の６第１項に規定する申告書 告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年

の提出の際に経由すべき同項に規定する公的年金等（以下この項において「公的 金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項に

年金等」という。）の支払者をいう。以下この条において同じ。）から毎年最初 おいて「公的年金等」という。）の支払を受ける者であって、特定配偶者（所得

に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、 割の納税義務者（合計所得金額が９，０００，０００円以下であるものに限る。

次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、 ）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等（第５３条の２に規定する退職手

市長に提出しなければならない。 当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所得を有する者であって、合計

(1) 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申告書を提出し 所得金額が９５０，０００円以下であるものに限る。）をいう。第２号において

なければならない者 同じ。）又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職

(2) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受 手当等に係る所得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所

けるものを除く。）の支払を受ける第２３条第１項第１号に掲げる者であって、 得を有する者であって、合計所得金額が８５０，０００円以下であるものに限る。

特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９，０００，０００円以下 ）を有する者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）で市内に住

であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（合計所得金額が９５０， 所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第２０３条の６

０００円以下であるものに限る。）をいう。次号及び次項第３号において同じ。 第１項に規定する公的年金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払者

）（退職手当等（第５３条の２に規定する退職手当等に限る。以下この号にお 」という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規

いて同じ。）に係る所得を有する者に限る。）又は扶養親族（年齢１６歳未満 則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等
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の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。 支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有する者であって、合計所得金 (1) 当該公的年金等支払者の名称

額が８５０，０００円以下であるものに限る。）を有する者 (2) 特定配偶者の氏名

(3) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受 (3) 扶養親族又は特定親族の氏名

けるものに限る。）の支払を受ける第２３条第１項第１号に掲げる者（当該年 (4) その他施行規則で定める事項

中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支

払を受けるべき日の前日の現況において令第４８条の９の７の３に定める金額

に満たない者を除く。）であって、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する

者又は特定配偶者若しくは扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親

族に限る。）若しくは特定親族（合計所得金額が８５０，０００円以下である

ものに限る。）を有する者

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公的年金等支払者の名称

(2) 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６号に規定する特別障害者

又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡

婦又はひとり親に該当する場合にはその旨

(3) 特定配偶者の氏名

(4) 扶養親族又は特定親族の氏名

(5) その他施行規則で定める事項

３ 第１項又は法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書を公的年金等支払 ２ 前項 又は法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書を公的年金等支払

者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前 者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前

年において当該公的年金等支払者を経由して提出した第１項又は同条第１項の規 年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前項 又は同条第１項の規

定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該 定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該

公的年金等支払者が所得税法第２０３条の６第２項に規定する国税庁長官の承認 公的年金等支払者が所得税法第２０３条の６第２項に規定する国税庁長官の承認

を受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、第１項又は法第３１ を受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、前項 又は法第３１

７条の３の３第１項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記 ７条の３の３第１項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記

載した第１項又は同条第１項の規定による申告書を提出することができる。 載した前項 又は同条第１項の規定による申告書を提出することができる。

４ （略） ３ （略）

５ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的 ４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的

年金等支払者が令第４８条の９の８ において準用する令第８条の２の２に規 年金等支払者が令第４８条の９の７の３において準用する令第８条の２の２に規
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定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提 定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提

出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁 出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁

的方法により提供することができる。 的方法により提供することができる。

６ 前項の規定の適用がある場合における第４項の規定の適用については、同項中 ５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用については、同項中

「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者 「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者

に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「 に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「

受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

（固定資産税の免税点） （固定資産税の免税点）

第６３条 同一の者についてその者の所有に係る土地、家屋及び償却資産に対して 第６３条 同一の者についてその者の所有に係る土地、家屋及び償却資産に対して

課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地又は家屋にあっては３００，０ 課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地 にあっては３００，０

００円 、償却資産にあっては１，８００，０ ００円、家屋にあっては２００，０００円、償却資産にあっては１，５００，０

００円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。 ００円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。

附 則 附 則

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例） （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例）

第７条 平成３０年度以後 の各年度分の個人の市民税に限り、法附 第７条 平成３０年度から令和９年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附

則第４条の５第３項の規定に該当する場合における第３４条の２の規定による控 則第４条の５第３項の規定に該当する場合における第３４条の２の規定による控

除については、その者の選択により、同条中「同条第１項」とあるのは「同条第 除については、その者の選択により、同条中「同条第１項」とあるのは「同条第

１項（第２号を除く。）」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第４条の １項（第２号を除く。）」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第４条の

５第３項の規定により読み替えて適用される法第３１４条の２第１項（第２号に ５第３項の規定により読み替えて適用される法第３１４条の２第１項（第２号に

係る部分に限る。）」として、同条の規定を適用することができる。 係る部分に限る。）」として、同条の規定を適用することができる。

（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）

第８条の３ 平成２０年度から平成２８年度までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第４１条又は第４１

条の２の２の規定の適用を受けた場合（同法第４１条第１項に規定する居住年（

次条において「居住年」という。）が平成１１年から平成１８年までの各年であ

る場合に限る。）においては、法附則第５条の４第６項に規定するところにより
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控除すべき額（第３項において「市民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。

）を、当該納税義務者の第３４条の３及び第３４条の５の３の規定を適用した場

合の所得割の額から控除する。

２ 前項の規定の適用がある場合における第３４条の７及び第３４条の８第１項の

規定の適用については、第３４条の７中「前２条」とあるのは「前２条並びに附

則第８条の３第１項」と、同項中「前３条」とあるのは「前３条並びに附則第８

条の３第１項」とする。

３ 第１項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年

の３月１５日までに、施行規則で定めるところにより、同項の規定の適用を受け

ようとする旨及び市民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記

載した市民税住宅借入金等特別税額控除申告書（その提出期限後において市民税

の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。）を、市長に提出し

た場合（法附則第５条の４第９項の規定により税務署長を経由して提出した場合

を含む。）に限り、適用する。

（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）

第８条の３ 平成２２年度から令和２５年度までの各年度分の個人の市民税に 第８条の３の２ 平成２２年度から令和２０年度までの各年度分の個人の市民税に

限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第４１条又は 限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第４１条又は

第４１条の２の２の規定の適用を受けた場合（同法第４１条第１項に規定する居 第４１条の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成１１年から平成１８

住年が 平成２１年から令和１２年までの各年である場合に限る。）には、法 年まで又は平成２１年から令和７年 までの各年である場合に限る。）において、

附則第５条の４第５項 （同条 前条第１項の規定の適用を受けないときは、法附則第５条の４の２第５項（同条

第７項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定するところによ 第７項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定するところによ

り控除すべき額を、当該納税義務者の第３４条の３及び第３４条の５の３の規定 り控除すべき額を、当該納税義務者の第３４条の３及び第３４条の５の３の規定

を適用した場合の所得割の額から控除する。 を適用した場合の所得割の額から控除する。

２ 前項の規定の適用がある場合における第３４条の７及び第３４条の８第１項の ２ 前項の規定の適用がある場合における第３４条の７及び第３４条の８第１項の

規定の適用については、第３４条の７中「前２条」とあるのは「前２条並びに附 規定の適用については、第３４条の７中「前２条」とあるのは「前２条並びに附

則第８条の３第１項 」と、第３４条の８第１項中「前３条」とあるのは「前 則第８条の３の２第１項」と、第３４条の８第１項中「前３条」とあるのは「前

３条並びに附則第８条の３第１項 」とする。 ３条並びに附則第８条の３の２第１項」とする。

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） （寄附金税額控除における特例控除額の特例）

第８条の４ 第３４条の６の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が、 第８条の４ 第３４条の６の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が、

法第３１４条の７第１１項第２号若しくは第３号に掲げる場合に該当する場合又 法第３１４条の７第１１項第２号若しくは第３号に掲げる場合に該当する場合又
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は第３４条の３第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山 は第３４条の３第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山

林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の前年中の所得について、 林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の前年中の所得について、

附則第１７条の３第１項、附則第１７条の４第１項、附則第１８条第１項、附則 附則第１７条の３第１項、附則第１７条の４第１項、附則第１８条第１項、附則

第１９条第１項、附則第１９条の２第１項、附則第１９条の２の２第１項又は附 第１９条第１項、附則第１９条の２第１項、附則第１９条の２の２第１項又は附

則第１９条の３第１項の規定の適用を受けるときは、第３４条の６第２項に規定 則第１９条の３第１項の規定の適用を受けるときは、第３４条の６第２項に規定

する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第５条の５第２項（法附則 する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第５条の５第２項（法附則

第５条の６第３項又は第４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。） 第５条の６第２項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。）

に定めるところにより計算した金額とする。 に定めるところにより計算した金額とする。

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例） （肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例）

第９条 昭和５７年度から令和１２年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法 第９条 昭和５７年度から令和９年度 までの各年度分の個人の市民税に限り、法

附則第６条第４項に規定する場合において、第３６条の２第１項の規定による申 附則第６条第４項に規定する場合において、第３６条の２第１項の規定による申

請書（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出さ 請書（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出さ

れたもの及びその時までに提出された第３６条の３第１項の確定申告書を含む。 れたもの及びその時までに提出された第３６条の３第１項の確定申告書を含む。

次項において同じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第２５条第１項に規 次項において同じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第２５条第１項に規

定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき（これらの申告書にその記 定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき（これらの申告書にその記

載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次項 載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次項

において同じ。）は当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除する。 において同じ。）は当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除する。

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条第５項に規定す ２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条第５項に規定す

る場合において、第３６条の２第１項の規定による申告書に肉用牛の売却に係る る場合において、第３６条の２第１項の規定による申告書に肉用牛の売却に係る

租税特別措置法第２５条第２項第２号に規定する事業所得の明細に関する事項の 租税特別措置法第２５条第２項第２号に規定する事業所得の明細に関する事項の

記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、第 記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、第

３３条から第３４条の３まで、第３４条の５の３から第３４条の７まで、附則第 ３３条から第３４条の３まで、第３４条の５の３から第３４条の７まで、附則第

８条第１項、附則第８条の３第１項 及び附則第８条 ８条第１項、附則第８条の３第１項、附則第８条の３の２第１項及び附則第８条

の４の規定にかかわらず、法附則第６条第５項各号に掲げる金額の合計額とする の４の規定にかかわらず、法附則第６条第５項各号に掲げる金額の合計額とする

ことができる。 ことができる。

３ （略） ３ （略）

第１０条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支 第１０条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支

出し、かつ、当該納税義務者について前条第３項の規定による申告特例通知書の 出し、かつ、当該納税義務者について前条第３項の規定による申告特例通知書の
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送付があった場合（法附則第７条第１３項の規定によりなかったものとみなされ 送付があった場合（法附則第７条第１３項の規定によりなかったものとみなされ

る場合を除く。）には、法附則第７条の２第４項（法附則第７条の３第３項又は る場合を除く。）には、法附則第７条の２第４項

第４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定するところによ に規定するところによ

り控除すべき額を、第３４条の３及び第３４条の５の３の規定を適用した場合の り控除すべき額を、第３４条の３及び第３４条の５の３の規定を適用した場合の

所得割の額から控除するものとする。 所得割の額から控除するものとする。

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合）

第１１条の２ （略） 第１１条の２ （略）

２ （略） ２ （略）

３ 法附則第１５条第１３項本文に規定する条例で定める割合は、５分の３とする。 ３ 法附則第１５条第１４項本文に規定する条例で定める割合は、５分の３とする。

４ 法附則第１５条第２４項第１号イに掲げる設備について同号に規定する条例で ４ 法附則第１５条第２５項第１号イに掲げる設備について同号に規定する条例で

定める割合は、２分の１とする。 定める割合は、２分の１とする。

５ 法附則第１５条第２４項第１号ロに掲げる設備について同号に規定する条例で ５ 法附則第１５条第２５項第１号ロに掲げる設備について同号に規定する条例で

定める割合は、２分の１とする。 定める割合は、２分の１とする。

６ 法附則第１５条第２４項第１号ハに掲げる設備について同号に規定する条例で ６ 法附則第１５条第２５項第１号ハに掲げる設備について同号に規定する条例で

定める割合は、２分の１とする。 定める割合は、２分の１とする。

７ 法附則第１５条第２４項第１号ニに掲げる設備について同号に規定する条例で ７ 法附則第１５条第２５項第１号ニに掲げる設備について同号に規定する条例で

定める割合は、２分の１とする。 定める割合は、２分の１とする。

８ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する条例で定める割合は、１４分の１１

とする。

８ 法附則第１５条第２４項第３号イに掲げる設備について同号に規定する条例で ９ 法附則第１５条第２５項第３号イに掲げる設備について同号に規定する条例で

定める割合は、３分の２ とする。 定める割合は、１２分の７とする。

９ 法附則第１５条第２４項第３号ロに掲げる設備について同号に規定する条例 １０ 法附則第１５条第２５項第３号ロに掲げる設備について同号に規定する条例

で定める割合は、３分の２ とする。 で定める割合は、１２分の７とする。

１０ 法附則第１５条第２４項第４号 に掲げる設備について同号に規定する条例 １１ 法附則第１５条第２５項第３号ハに掲げる設備について同号に規定する条例

で定める割合は、４分の３ とする。 で定める割合は、１２分の７とする。

１２ 法附則第１５条第２５項第４号イに掲げる設備について同号に規定する条例

で定める割合は、３分の１とする。

１３ 法附則第１５条第２５項第４号ロに掲げる設備について同号に規定する条例

で定める割合は、３分の１とする。
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１４ 法附則第１５条第２５項第４号ハに掲げる設備について同号に規定する条例

で定める割合は、３分の１とする。

１１ 法附則第１５条第３６項に規定する条例で定める割合は、３分の１とする。 １５ 法附則第１５条第３７項に規定する条例で定める割合は、３分の１とする。

１２ 法附則第１５条第３９項第１号に掲げる施設について同項に規定する条例で １６ 法附則第１５条第４０項第１号に掲げる施設について同項に規定する条例で

定める割合は、３分の１とする。 定める割合は、３分の１とする。

１３ 法附則第１５条第４０項に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。 １７ 法附則第１５条第４１項に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。

１４・１５ （略） １８・１９ （略）

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべ （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべ

き申告） き申告）

第１１条の３ （略） 第１１条の３ （略）

２～６ （略） ２～６ （略）

７ 法附則第１５条の８第４項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとす ７ 法附則第１５条の８第４項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該年度の初日の属する年の１月３１日までに次に掲げる事項を記載し る者は、当該年度の初日の属する年の１月３１日までに次に掲げる事項を記載し

た申告書に令附則第１２条第１７項に規定する従前の家屋について移転補償金を た申告書に令附則第１２条第１６項に規定する従前の家屋について移転補償金を

受けたことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 受けたことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

８ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を ８ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から３ 受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から３

月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証す 月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証す

る書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第２０項に規定する基準を満 る書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第１９項に規定する基準を満

たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、平成 たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、平成

２５年４月１日前に当該耐震改修（当該耐震改修に要した費用の額が３００，０ ２５年４月１日前に当該耐震改修（当該耐震改修に要した費用の額が３００，０

００円以上５００，０００円以下のものに限る。）に係る契約が締結され、同日 ００円以上５００，０００円以下のものに限る。）に係る契約が締結され、同日

以後に当該耐震改修が完了するときは、この項本文に規定する書類のほか、当該 以後に当該耐震改修が完了するときは、この項本文に規定する書類のほか、当該

耐震改修に係る契約をした日を証する書類を添付しなければならない。 耐震改修に係る契約をした日を証する書類を添付しなければならない。

(1) ～(6) （略） (1) ～(6) （略）

９ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改修住宅又は同条第５項の高齢者等 ９ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改修住宅又は同条第５項の高齢者等

居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第 居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第

４項に規定する居住安全改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項 ４項に規定する居住安全改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書類を添付して市長 を記載した申告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書類を添付して市長
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に提出しなければならない。 に提出しなければならない。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

(4) 令附則第１２条第２４項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が (4) 令附則第１２条第２３項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が

同項各号のいずれに該当するかの別 同項各号のいずれに該当するかの別

(5) （略） (5) （略）

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第１２条第２５項に規定する補 (6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第１２条第２４項に規定する補

助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費 助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

(7) （略） (7) （略）

１０ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修等住宅又は同条第１０項の熱損 １０ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修等住宅又は同条第１０項の熱損

失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同 失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同

条第９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から３月以内に、次に掲 条第９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から３月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１０項各号に掲げる書類を添 げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１０項各号に掲げる書類を添

付して市長に提出しなければならない。 付して市長に提出しなければならない。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第１２条第３２項に規定する (5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第１２条第３１項に規定する

国又は地方公共団体から交付を受ける補助金等の額 国又は地方公共団体から交付を受ける補助金等の額

(6) （略） (6) （略）

１１ （略） １１ （略）

１２ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又は同 １２ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又は同

条第５項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これらの規定 条第５項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これらの規定

の適用を受けようとする者は、法附則第１５条の９第９項に規定する熱損失防止 の適用を受けようとする者は、法附則第１５条の９第９項に規定する熱損失防止

改修工事等が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施 改修工事等が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第７条第１２項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければな 行規則附則第７条第１２項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければな

らない。 らない。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第１２条第３２項に規定する (5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第１２条第３１項に規定する

補助金等 補助金等

(6) （略） (6) （略）

１３・１４ （略） １３・１４ （略）

１５ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適 １５ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適
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用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日か 用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日か

ら３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１８項 ら３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１８項

に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関す に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関す

る法律（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則第３条第１項の規定による報 る法律（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則第３条第１項の規定による報

告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第２０項に規定する基準を 告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第１９項に規定する基準を

満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) ～(6) （略） (1) ～(6) （略）

１６ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定

の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した

日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）

第１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に

関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演

の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成

１８年政令第３７９号）第５条第３号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条

第４号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出す

る場合には、３月以内に提出することができなかった理由

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例）

第１７条の３ （略） 第１７条の３ （略）

２ （略） ２ （略）

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) （略） (1) （略）
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(2) 第３４条の５の３から第３４条の７まで、第３４条の８第１項、附則第８条 (2) 第３４条の５の３から第３４条の７まで、第３４条の８第１項、附則第８条

第１項及び附則第８条の３第１項 の規定の適用に 第１項、附則第８条の３第１項及び附則第８条の３の２第１項の規定の適用に

ついては、第３４条の５の３中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附 ついては、第３４条の５の３中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第１７条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の６第 則第１７条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の６第

１項前段、第３４条の７、第３４条の８第１項、附則第８条第１項及び附則第 １項前段、第３４条の７、第３４条の８第１項、附則第８条第１項、附則第８

８条の３第１項 中「所得割の額」とあるのは「所 条の３第１項及び附則第８条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第１７条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、 得割の額並びに附則第１７条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第３４条の６第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第 第３４条の６第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

１７条の３第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 １７条の３第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) ～(5) （略） (3) ～(5) （略）

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例） （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例）

第１７条の４ （略） 第１７条の４ （略）

２ （略） ２ （略）

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第３４条の５の３から第３４条の７まで、第３４条の８第１項、附則第８条 (2) 第３４条の５の３から第３４条の７まで、第３４条の８第１項、附則第８条

第１項及び附則第８条の３第１項 の規定の適用に 第１項、附則第８条の３第１項及び附則第８条の３の２第１項の規定の適用に

ついては、第３４条の５の３中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附 ついては、第３４条の５の３中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第１７条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の６第 則第１７条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の６第

１項前段、第３４条の７、第３４条の８第１項、附則第８条第１項及び附則第 １項前段、第３４条の７、第３４条の８第１項、附則第８条第１項、附則第８

８条の３第１項 中「所得割の額」とあるのは「所 条の３第１項及び附則第８条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第１７条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」と、 得割の額並びに附則第１７条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第３４条の６第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第 第３４条の６第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

１７条の４第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 １７条の４第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) ～(5) （略） (3) ～(5) （略）

４ （略） ４ （略）

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例）

第１８条 （略） 第１８条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
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(1) （略） (1) （略）

(2) 第３４条の５の３から第３４条の７まで、第３４条の８第１項、附則第８条 (2) 第３４条の５の３から第３４条の７まで、第３４条の８第１項、附則第８条

第１項及び附則第８条の３第１項 の規定の適用に 第１項、附則第８条の３第１項及び附則第８条の３の２第１項の規定の適用に

ついては、第３４条の５の３中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附 ついては、第３４条の５の３中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第１８条第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の６第１項 則第１８条第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の６第１項

前段、第３４条の７、第３４条の８第１項、附則第８条第１項及び附則第８条 前段、第３４条の７、第３４条の８第１項、附則第８条第１項、附則第８条の

の３第１項 中「所得割の額」とあるのは「所得割 ３第１項及び附則第８条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第１８条第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４ の額並びに附則第１８条第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４

条の６第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１８条 条の６第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１８条

第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) ～(5) （略） (3) ～(5) （略）

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民

税の課税の特例） 税の課税の特例）

第１８条の２ 昭和６３年度から令和１１年度までの各年度分の個人の市民税に限 第１８条の２ 昭和６３年度から令和８年度 までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因となる り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因となる

土地等（租税特別措置法第３１条第１項に規定する土地等をいう。以下この条に 土地等（租税特別措置法第３１条第１項に規定する土地等をいう。以下この条に

おいて同じ。）の譲渡（同法第３１条第１項に規定する譲渡をいう。以下この条 おいて同じ。）の譲渡（同法第３１条第１項に規定する譲渡をいう。以下この条

において同じ。）をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（ において同じ。）をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（

法附則第３４条の２第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該 法附則第３４条の２第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該

当するときにおける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受ける 当するときにおける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受ける

譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課 譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課

する市民税の所得割の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる する市民税の所得割の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。 場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和１１年度までの各年度分の個人の市民税 ２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和８年度 までの各年度分の個人の市民税

に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因と に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因と

なる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のた なる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のた

めの譲渡（法附則第３４条の２第６項に規定する確定優良住宅地等予定地のため めの譲渡（法附則第３４条の２第５項に規定する確定優良住宅地等予定地のため

の譲渡をいう。以下この項において同じ。）に該当するときにおける前条第１項 の譲渡をいう。以下この項において同じ。）に該当するときにおける前条第１項

に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割 に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割
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について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第３４条の２第１２項 について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項

の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のため の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のため

の譲渡ではなかったものとみなす。 の譲渡ではなかったものとみなす。

３ （略） ３ （略）

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の納

税義務者が、租税特別措置法第３１条の２第２項第１３号から第１５号までに掲

げる土地等の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がそ

の譲渡をした時において地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第

１項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和

４４年法律第５７号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域

等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第

９条第１項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法（平成１５

年法律第７７号）第５６条第１項の浸水被害防止区域内にあるときは、当該土地

等の譲渡は、第１項又は第２項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優

良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） （短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例）

第１９条 （略） 第１９条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第３４条の５の３から第３４条の７まで、第３４条の８第１項、附則第８条 (2) 第３４条の５の３から第３４条の７まで、第３４条の８第１項、附則第８条

第１項及び附則第８条の３第１項 の規定の適用に 第１項、附則第８条の３第１項及び附則第８条の３の２第１項の規定の適用に

ついては、第３４条の５の３中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附 ついては、第３４条の５の３中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第１９条第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の６第１項 則第１９条第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の６第１項

前段、第３４条の７、第３４条の８第１項、附則第８条第１項及び附則第８条 前段、第３４条の７、第３４条の８第１項、附則第８条第１項、附則第８条の

の３第１項 中「所得割の額」とあるのは「所得割 ３第１項及び附則第８条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第１９条第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４ の額並びに附則第１９条第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４

条の６第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１９条 条の６第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１９条

第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

-14-



(3) ～(5) （略） (3) ～(5) （略）

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） （一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例）

第１９条の２ （略） 第１９条の２ （略）

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第３４条の５の３から第３４条の７まで、第３４条の８第１項、附則第８条 (2) 第３４条の５の３から第３４条の７まで、第３４条の８第１項、附則第８条

第１項及び附則第８条の３第１項 の規定の適用に 第１項、附則第８条の３第１項及び附則第８条の３の２第１項の規定の適用に

ついては、第３４条の５の３中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附 ついては、第３４条の５の３中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第１９条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の６第 則第１９条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の６第

１項前段、第３４条の７、第３４条の８第１項、附則第８条第１項及び附則第 １項前段、第３４条の７、第３４条の８第１項、附則第８条第１項、附則第８

８条の３第１項 中「所得割の額」とあるのは「所 条の３第１項及び附則第８条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第１９条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と、 得割の額並びに附則第１９条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第３４条の６第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第 第３４条の６第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

１９条の２第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 １９条の２第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) ～(5) （略） (3) ～(5) （略）

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例） （先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例）

第１９条の３ （略） 第１９条の３ （略）

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第３４条の５の３から第３４条の７まで、第３４条の８第１項、附則第８条 (2) 第３４条の５の３から第３４条の７まで、第３４条の８第１項、附則第８条

第１項及び附則第８条の３第１項 の規定の適用に 第１項、附則第８条の３第１項及び附則第８条の３の２第１項の規定の適用に

ついては、第３４条の５の３中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附 ついては、第３４条の５の３中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第１９条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の６第 則第１９条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の６第

１項前段、第３４条の７、第３４条の８第１項、附則第８条第１項及び附則第 １項前段、第３４条の７、第３４条の８第１項、附則第８条第１項、附則第８

８条の３第１項 中「所得割の額」とあるのは「所 条の３第１項及び附則第８条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第１９条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、 得割の額並びに附則第１９条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第３４条の６第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第 第３４条の６第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

１９条の３第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 １９条の３第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) ～(5) （略） (3) ～(5) （略）
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（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） （特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例）

第１９条の３の２ （略） 第１９条の３の２ （略）

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第３４条の５の３から第３４条の７まで、第３４条の８第１項並びに附則第 (2) 第３４条の５の３から第３４条の７まで、第３４条の８第１項並びに附則第

８条第１項及び第８条の３第１項 の規定の適用につい ８条第１項、第８条の３第１項及び第８条の３の２第１項の規定の適用につい

ては、第３４条の５の３中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第 ては、第３４条の５の３中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

１９条の３の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の６第 １９条の３の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の６第

１項前段、第３４条の７、第３４条の８第１項並びに附則第８条第１項及び第 １項前段、第３４条の７、第３４条の８第１項並びに附則第８条第１項、第８

８条の３第１項 中「所得割の額」とあるのは「所得割 条の３第１項及び第８条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第１９条の３の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と、 の額並びに附則第１９条の３の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第３４条の６第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第 第３４条の６第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

１９条の３の２第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 １９条の３の２第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) ～(5) （略） (3) ～(5) （略）

３・４ （略） ３・４ （略）

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第３４条の５の３から第３４条の７まで、第３４条の８第１項並びに附則第 (2) 第３４条の５の３から第３４条の７まで、第３４条の８第１項並びに附則第

８条第１項及び第８条の３第１項 の規定の適用につい ８条第１項、第８条の３第１項及び第８条の３の２第１項の規定の適用につい

ては、第３４条の５の３中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第 ては、第３４条の５の３中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

１９条の３の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の １９条の３の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の

６第１項前段、第３４条の７、第３４条の８第１項並びに附則第８条第１項及 ６第１項前段、第３４条の７、第３４条の８第１項並びに附則第８条第１項、

び第８条の３第１項 中「所得割の額」とあるのは「所 第８条の３第１項及び第８条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第１９条の３の２第３項後段の規定による市民税の所得割 得割の額並びに附則第１９条の３の２第３項後段の規定による市民税の所得割

の額」と、第３４条の６第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額 の額」と、第３４条の６第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第１９条の３の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額の合計 及び附則第１９条の３の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 額」とする。

(3) ～(5) （略） (3) ～(5) （略）

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） （条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例）

第１９条の３の３ （略） 第１９条の３の３ （略）
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２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第３４条の５の３から第３４条の７まで、第３４条の８第１項並びに附則第 (2) 第３４条の５の３から第３４条の７まで、第３４条の８第１項並びに附則第

８条第１項及び第８条の３第１項 の規定の適用につい ８条第１項、第８条の３第１項及び第８条の３の２第１項の規定の適用につい

ては、第３４条の５の３中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第 ては、第３４条の５の３中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

１９条の３の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の６第 １９条の３の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の６第

１項前段、第３４条の７、第３４条の８第１項並びに附則第８条第１項及び第 １項前段、第３４条の７、第３４条の８第１項並びに附則第８条第１項、第８

８条の３第１項 中「所得割の額」とあるのは「所得割 条の３第１項及び第８条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第１９条の３の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、 の額並びに附則第１９条の３の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第３４条の６第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第 第３４条の６第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

１９条の３の３第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 １９条の３の３第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) ～(5) （略） (3) ～(5) （略）

３・４ （略） ３・４ （略）

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第３４条の５の３から第３４条の７まで、第３４条の８第１項並びに附則第 (2) 第３４条の５の３から第３４条の７まで、第３４条の８第１項並びに附則第

８条第１項及び第８条の３第１項 の規定の適用につい ８条第１項、第８条の３第１項及び第８条の３の２第１項の規定の適用につい

ては、第３４条の５の３中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第 ては、第３４条の５の３中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

１９条の３の３第３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の １９条の３の３第３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の

６第１項前段、第３４条の７、第３４条の８第１項並びに附則第８条第１項及 ６第１項前段、第３４条の７、第３４条の８第１項並びに附則第８条第１項、

び第８条の３第１項 中「所得割の額」とあるのは「所 第８条の３第１項及び第８条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第１９条の３の３第３項後段の規定による市民税の所得割 得割の額並びに附則第１９条の３の３第３項後段の規定による市民税の所得割

の額」と、第３４条の６第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額 の額」と、第３４条の６第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第１９条の３の３第３項後段の規定による市民税の所得割の額の合計 及び附則第１９条の３の３第３項後段の規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 額」とする。

(3) ～(5) （略） (3) ～(5) （略）

６ （略） ６ （略）

（読替規定） （読替規定）

第２３条の２ 法附則第１５条第１項、第１２項から第１４項まで、第２３項、第 第２３条の２ 法附則第１５条第１項、第１３項から第１５項まで、第２４項、第
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３２項、第３６項若しくは第４０項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第 ３３項、第３７項若しくは第４１項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第

６３条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第１５１条第２項中「 ６３条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第１５１条第２項中「

又は第３３項」とあるのは、「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条 又は第３３項」とあるのは、「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条

の３まで若しくは第６３条」とする。 の３まで若しくは第６３条」とする。
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議案第 ７５号参考資料

川口市立川口駅前市民ホール設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市立川口駅前市民ホール設置及び管理条例（平成１７年条例第２９号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

附 則 附 則

（施行期日）

１ （略） （略）

（市民ホールの供用の休止）

２ 市民ホールは、令和８年１０月１日から令和９年３月３１日までの間、この条

例の規定にかかわらず、供用を休止する。

別表（第１７条関係） 別表（第１７条関係）

時間区分 午前（午前 午後（午後 夜間（午後 全日（午前９時 時間区分 午前（午前 午後（午後 夜間（午後 全日（午前９時
９時～正午 １時～午後 ６時～午後 ～午後１０時） ９時～正午 １時～午後 ６時～午後 ～午後１０時）

利用区分 ） ５時） １０時） 利用区分 ） ５時） １０時）

平日 １室利用 円 円 円 円 平日 １室利用 円 円 円 円
11,500 13,800 17,200 38,300 10,470 12,500 15,700 34,800

２室利用 23,000 27,600 34,500 76,600 ２室利用 20,900 25,000 31,400 69,600

３室利用 34,500 41,400 51,800 115,000 ３室利用 31,400 37,500 47,100 104,400

４室利用 46,000 55,200 69,000 153,300 ４室利用 41,800 50,000 62,800 139,200

拡張利用 111,400 拡張利用 100,900

136,700 124,000

168,600 153,100

土曜日 １室利用 13,800 16,500 20,700 46,000 土曜日 １室利用 12,500 15,000 18,800 41,700
・日曜 ・日曜
日・休 ２室利用 27,600 33,100 41,400 92,000 日・休 ２室利用 25,000 30,000 37,600 83,400
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日 日
３室利用 41,400 49,700 62,100 138,000 ３室利用 37,500 45,000 56,400 125,100

４室利用 55,200 66,300 82,800 184,000 ４室利用 50,000 60,000 75,200 166,800

拡張利用 133,700 拡張利用 121,000

164,100 148,700

202,400 183,400

備考 （略） 備考 （略）
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議案第 ７６号参考資料

川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年条例第５８号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（安全計画の策定等） （安全計画の策定等）

第６条の２ 児童福祉施設（助産施設を除く。以下この条、次条、第１２条の２及 第６条の２ 児童福祉施設（助産施設を除く。以下この条、次条 及

び第１４条第１項において同じ。）は、児童の安全の確保を図るため、当該児童 び第１４条第１項において同じ。）は、児童の安全の確保を図るため、当該児童

福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外の活動、取組等を含め 福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外の活動、取組等を含め

た児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研 た児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研

修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項についての計画（以下 修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項についての計画（以下

「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなけれ 「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなけれ

ばならない。 ばならない。

２～４ （略） ２～４ （略）

（児童対象性暴力等の防止）

第１２条の２ 児童福祉施設の設置者は、法第４５条第７項において準用する法第

２１条の５の１８第４項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及び

民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法

律（令和６年法律第６９号）第２条第２項に規定する児童対象性暴力等をいう。

以下この条において同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に

児童を適切に保護するため、児童等対象業務従事者（児童と接する業務に従事す

る者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該児童に接するもの

をいう。）に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に規定する犯罪事実確認をい

う。）その他の必要な措置を講じなければならない。

（職員） （職員）

第３５条 （略） 第３５条 （略）
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２ （略） ２ （略）

３ 前項に規定する保育士の数の算定については、当該保育所に勤務する理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学校教育法の規定による大学（短

期大学を除く。）若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若し

くはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の

技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。）

又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指

導を行う業務に５年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、

子育てに関する知識及び経験を有する者（以下「特定理学療法士等」という。）

を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等

が保育を行うに当たっては、当該保育所の保育士（附則第４項、第７項又は第８

項の規定により保育士とみなされる者を除く。）による支援を受けることができ

る体制を確保しなければならない。

附 則 附 則

１～３ （略） １～３ （略）

（保育所の職員配置に係る特例） （保育所の職員配置に係る特例）

４ 第３５条第２項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育 ４ 第３５条第２項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育

所に勤務する保健師、看護師又は准看護師（以下この項及び次項において「看護 所に勤務する保健師、看護師又は准看護師（以下この項 において「看護

師等」という。）を、１人に限り、保育士とみなして算定することができる。た 師等」という。）を、１人に限り、保育士とみなして算定することができる。た

だし、乳児の数が４未満である保育所については、子育てに関する知識及び経験 だし、乳児の数が４未満である保育所については、子育てに関する知識及び経験

を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保 を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保

育所の保育士（法第１８条の１８第１項の登録を受けた者をいい、第３５条第３ 育所の保育士

項、附則第７項又は附則第８項の規定により保育士とみなされる者及び同条第３

項ただし書の規定による支援を行う者を除く。）による支援を受けることができ による支援を受けることができ

る体制を確保しなければならない。 る体制を確保しなければならない。

５ 第３５条第３項及び前項の規定により特定理学療法士等及び看護師等のいずれ

もが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所の

保育士（同条第３項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支

援を受けることができる体制を確保しなければならない。
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６・７ （略） ５・６ （略）

８ 附則第６項の事情に鑑み、当分の間、１日につき８時間を超えて開所する保育 ７ 附則第５項の事情に鑑み、当分の間、１日につき８時間を超えて開所する保育

所において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該保育所に係る利用 所において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該保育所に係る利用

定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第３５条 定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第３５条

第２項に規定する保育士の数の算定については、市長が保育士と同等の知識及び 第２項に規定する保育士の数の算定については、市長が保育士と同等の知識及び

経験を有すると認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用 経験を有すると認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用

定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲 定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲

で、保育士とみなすことができる。 で、保育士とみなすことができる。

９ 前２項の規定を適用するときは、第３５条第２項の規定により算定される保育 ８ 前２項の規定を適用するときは、第３５条第２項の規定により算定される保育

士の数（前２項の規定の適用がないものとした場合に算定されるものをいう。） 士の数（前２項の規定の適用がないものとした場合に算定されるものをいう。）

の３分の２以上の保育士（法第１８条の１８第１項の登録を受けた者をいい、第 の３分の２以上の保育士（法第１８条の１８第１項の登録を受けた者をいい

３５条第３項、附則第４項又は前２項の規定により保育士とみなされる者を除く。 、附則第４項又は前２項の規定により保育士とみなされる者を除く。

）を置かなければならない。 ）を置かなければならない。
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議案第 ７７号参考資料

川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第７２号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（最低基準の目的） （最低基準の目的）

第２条 最低基準は、家庭的保育事業等を利用している乳児又は幼児（満３歳に満 第２条 最低基準は、家庭的保育事業等を利用している乳児又は幼児（満３歳に満

たない者に限る。ただし、法第６条の３第９項第２号、第１０項第２号、第１１ たない者に限る。ただし、法第６条の３第９項第２号、第１０項第２号、第１１

項第２号若しくは第１２項第２号の規定に基づき保育が必要と認められる児童で 項第２号又は 第１２項第２号の規定に基づき保育が必要と認められる児童で

あって満３歳以上のものについて保育を行う場合又は同条第１０項第３号の規定 あって満３歳以上のものについて保育を行う場合

に基づき保育を必要とする児童であって満３歳以上のものについて保育を行う場

合にあっては、当該児童を含む。以下同じ。）（以下「利用乳幼児」という。） にあっては、当該児童を含む。以下同じ。）（以下「利用乳幼児」という。）

が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた

職員（家庭的保育事業等を行う事業所（以下「家庭的保育事業所等」という。） 職員（家庭的保育事業等を行う事業所（以下「家庭的保育事業所等」という。）

の管理者を含む。以下同じ。）が保育を提供することにより、心身ともに健やか の管理者を含む。以下同じ。）が保育を提供することにより、心身ともに健やか

に育成されることを保障するものとする。 に育成されることを保障するものとする。

（保育所等との連携） （保育所等との連携）

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪問型保 第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪問型保

育事業者」という。）を除く。以下この条、次条第１項、第７条の３第２項、第 育事業者」という。）を除く。以下この条、次条第１項、第７条の３第２項、第

１４条第１項及び第２項、第１５条第１項、第２項及び第５項、第１６条並びに １４条第１項及び第２項、第１５条第１項、第２項及び第５項、第１６条並びに

第１７条第１項から第３項までにおいて同じ。）は、利用乳幼児に対する保育が 第１７条第１項から第３項までにおいて同じ。）は、利用乳幼児に対する保育が

適正かつ確実に行われ、かつ、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も 適正かつ確実に行われ、かつ、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も

満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成１８年法律第１２０号 満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成１８年法律第１２０号

）第６条第１項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。以下 ）第６条第１項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。以下

この条において同じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項（ この条において同じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項

法第６条の３第１０項第３号に掲げる事業（以下「満３歳以上限定小規模保育事

業」という。）を行う者（以下「満３歳以上限定小規模保育事業者」という。）
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にあっては、第１号及び第２号に掲げる事項）に係る連携協力を行う保育所、幼 に係る連携協力を行う保育所、幼

稚園又は認定こども園（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければな 稚園又は認定こども園（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければな

らない。 らない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 当該家庭的保育事業者等（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。第６項 (3) 当該家庭的保育事業者等

及び第７項において同じ。）により保育の提供を受けていた利用乳幼児（事業 により保育の提供を受けていた利用乳幼児（事業

所内保育事業（法第６条の３第１２項に規定する事業所内保育事業をいう。以 所内保育事業（法第６条の３第１２項に規定する事業所内保育事業をいう。以

下同じ。）の利用乳幼児にあっては、第４２条に規定するその他の乳児又は幼 下同じ。）の利用乳幼児にあっては、第４２条に規定するその他の乳児又は幼

児に限る。以下この号及び第６項第１号において同じ。）を、当該保育の提供 児に限る。以下この号及び第６項第１号において同じ。）を、当該保育の提供

の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該 の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該

連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。 連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。

２～６ （略） ２～６ （略）

７ 前項の場合（同項第２号に該当する場合に限る。）において、家庭的保育事業 ７ 前項の場合（同項第２号に該当する場合に限る。）において、家庭的保育事業

者等は、法第５９条第１項に規定する施設のうち次に掲げるもの（入所定員が２ 者等は、法第５９条第１項に規定する施設のうち次に掲げるもの（入所定員が２

０人以上のものに限る。）又は満３歳以上限定小規模保育事業 ０人以上のものに限る。）又は国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号

を行う事業所 ）第１２条の４第１項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を行う事業所

であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力 であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力

を行う施設又は事業所として適切に確保しなければならない。 を行う施設又は事業所として適切に確保しなければならない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

（児童対象性暴力等の防止）

第１３条 家庭的保育事業者等は、法第３４条の１６第４項において準用する法第 第１３条 削除

２１条の５の１８第４項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及び

民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法

律（令和６年法律第６９号）第２条第２項に規定する児童対象性暴力等をいう。

以下この条において同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に

利用乳幼児を適切に保護するため、児童等対象業務従事者（利用乳幼児と接する

業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該利用

乳幼児に接するものをいう。）に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に規定す

る犯罪事実確認をいう。）その他の必要な措置を講じなければならない。
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（家庭的保育事業所等内部の規程） （家庭的保育事業所等内部の規程）

第１８条 家庭的保育事業者等は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関 第１８条 家庭的保育事業者等は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関

する規程を定めておかなければならない。 する規程を定めておかなければならない。

(1) ～(5) （略） (1) ～(5) （略）

(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員（満３歳以上限定小規模保育事業者にあ (6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員

っては、満３歳以上の幼児の利用定員）

(7) ～(11) （略） (7) ～(11) （略）

（小規模保育事業の区分） （小規模保育事業の区分）

第２７条 小規模保育事業は、小規模保育事業Ａ型、小規模保育事業Ｂ型（満３歳 第２７条 小規模保育事業は、小規模保育事業Ａ型、小規模保育事業Ｂ型

以上限定小規模保育事業を除く。）及び小規模保育事業Ｃ型（満３歳以上限定小 及び小規模保育事業Ｃ型

規模保育事業を除く。）とする。 とする。

（職員） （職員）

第２９条 （略） 第２９条 （略）

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各号に定める数の ２ 保育士の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各号に定める数の

合計数に１を加えた数以上とする。 合計数に１を加えた数以上とする。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

(4) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね１５人につき１人（法第６条の (4) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね１５人につき１人（法第６条の

３第１０項第２号又は第３号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号にお ３第１０項第２号 の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号にお

いて同じ。） いて同じ。）

(5) （略） (5) （略）

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ａ型に ３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ａ型に

勤務する保健師、看護師又は准看護師（以下「看護師等」という。）を、１人に 勤務する保健師、看護師又は准看護師 を、１人に

限り、保育士とみなすことができる。 限り、保育士とみなすことができる。

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ａ型

に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学校教育法（

昭和２２年法律第２６号）の規定による大学（短期大学を除く。）若しくは大学

院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修め
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て卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同

等以上の能力を有すると認められる者をいう。）又は障害児の療育に関する知識

及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に５年以上従事し

た経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を

有する者（以下「特定理学療法士等」という。）を、１人に限り、保育士とみな

すことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当

該小規模保育事業所Ａ型の保育士（附則第４項又は第５項の規定により保育士と

みなされる者を除く。次項において同じ。）による支援を受けることができる体

制を確保しなければならない。

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場

合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所Ａ型の保

育士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受け

ることができる体制を確保しなければならない。

（職員） （職員）

第３１条 （略） 第３１条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型に ３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型に

勤務する看護師等 を、１人に限り、保育士とみなすことがで 勤務する保健師、看護師又は准看護師を、１人に限り、保育士とみなすことがで

きる。 きる。

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型

に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことができる。た

だし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所

Ｂ型の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場

合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所Ｂ型の保

育士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受け

ることができる体制を確保しなければならない。

（利用定員） （利用定員）
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第３５条 小規模保育事業所Ｃ型は、法第６条の３第１０項第１号の規定にかかわ 第３５条 小規模保育事業所Ｃ型は、法第６条の３第１０項 の規定にかかわ

らず、その利用定員を６人以上１０人以下とする。 らず、その利用定員を６人以上１０人以下とする。

（職員） （職員）

第４４条 （略） 第４４条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事 ３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事

業所に勤務する看護師等 を１人に限り、保育士とみなすこと 業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を１人に限り、保育士とみなすこと

ができる。 ができる。

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育

事業所に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことができ

る。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該保育所型事

業所内保育事業所の保育士（附則第４項又は第５項の規定により保育士とみなさ

れる者を除く。次項において同じ。）による支援を受けることができる体制を確

保しなければならない。

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場

合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所型事業所内保育事業

所の保育士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援

を受けることができる体制を確保しなければならない。

（連携施設に関する特例） （連携施設に関する特例）

第４５条 （略） 第４５条 （略）

２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第６条の３第１２項第２号に掲 ２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第６条の３第１２項第２号に掲

げる事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの（附則第２項において「 げる事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの（附則第４項において「

特例保育所型事業所内保育事業者」という。）については、第６条第１項の規定 特例保育所型事業所内保育事業者」という。）については、第６条第１項の規定

にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。 にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。

（職員） （職員）

第４７条 （略） 第４７条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事 ３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事
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業所に勤務する看護師等 を、１人に限り、保育士とみなすこ 業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、１人に限り、保育士とみなすこ

とができる。 とができる。

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育

事業所に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことができ

る。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模型事

業所内保育事業所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなけれ

ばならない。

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場

合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模型事業所内保育事業

所の保育士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援

を受けることができる体制を確保しなければならない。

（準用） （準用）

第４８条 第２４条から第２６条まで及び第２８条の規定は、小規模型事業所内保 第４８条 第２４条から第２６条まで及び第２８条の規定は、小規模型事業所内保

育事業について準用する。この場合において、第２４条中「家庭的保育事業を行 育事業について準用する。この場合において、第２４条中「家庭的保育事業を行

う者（次条及び第２６条において「家庭的保育事業者」という。）」とあるのは う者（次条及び第２６条において「家庭的保育事業者」という。）」とあるのは

「小規模型事業所内保育事業を行う者（第４８条において準用する次条及び第２ 「小規模型事業所内保育事業を行う者（第４８条において準用する次条及び第２

６条において「小規模型事業所内保育事業者」という。）」と、第２５条及び第 ６条において「小規模型事業所内保育事業者」という。）」と、第２５条及び第

２６条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、 ２６条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、

第２８条中「小規模保育事業所Ａ型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所 第２８条中「小規模保育事業所Ａ型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所

」と、同条第１号中「調理設備」とあるのは「調理設備（当該小規模型事業所内 」と、同条第１号中「調理設備」とあるのは「調理設備（当該小規模型事業所内

保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。 保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。

第４号において同じ。）」と 第４号において同じ。）」と、同条第４号中「次号」とあるのは「第４８条にお

する。 いて準用する次号」とする。

附 則 附 則

１ （略） １ （略）

（食事の提供の経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において現に存する法

第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設又は事業を行う者（次項におい

て「施設等」という。）が、施行日後に家庭的保育事業等の認可を得た場合にお
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いては、施行日から起算して５年を経過する日までの間は、第１５条、第２２条

第４号（調理設備に係る部分に限る。）、第２３条第１項本文（調理員に係る部

分に限る。）、第２８条第１号（調理設備に係る部分に限る。）（第３２条及び

第４８条において準用する場合を含む。）及び第４号（調理設備に係る部分に限

る。）（第３２条及び第４８条において準用する場合を含む。）、第２９条第１

項本文（調理員に係る部分に限る。）、第３１条第１項本文（調理員に係る部分

に限る。）、第３３条第１号（調理設備に係る部分に限る。）及び第４号（調理

設備に係る部分に限る。）、第３４条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）、

第４３条第１号（調理室に係る部分に限る。）及び第４号（調理室に係る部分に

限る。）、第４４条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）並びに第４７条第

１項本文（調理員に係る業務に限る。）の規定は、適用しないことができる。

３ 前項の規定にかかわらず、施行日後に家庭的保育事業の認可を得た施設等につ

いては、施行日から起算して１０年を経過する日までの間は、第１５条、第２２

条第４号（調理設備に係る部分に限る。）及び第２３条第１項本文（調理員に係

る部分に限る。）の規定は、適用しないことができる。この場合において、当該

施設等は、利用乳幼児への食事の提供を家庭的保育事業所等内で調理する方法（

第１０条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねて

いる他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。）により行うた

めに必要な体制を確保するよう努めなければならない。

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置）

２ 家庭的保育事業者等（満３歳以上限定小規模保育事業者及び特例保育所型事業 ４ 家庭的保育事業者等（ 特例保育所型事業

所内保育事業者を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・ 所内保育事業者を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・

子育て支援法第５９条第４号に掲げる事業による支援その他の必要かつ適切な支 子育て支援法第５９条第４号に掲げる事業による支援その他の必要かつ適切な支

援を行うことができると市長が認める場合は、第６条第１項の規定にかかわらず、 援を行うことができると市長が認める場合は、第６条第１項の規定にかかわらず、

この条例の施行の日から起算して１５年を経過する日までの間、連携施設の確保 施行日 から起算して１５年を経過する日までの間、連携施設の確保

をしないことができる。 をしないことができる。

（小規模保育事業Ｂ型等に関する経過措置）

５ 第３１条及び第４７条の規定の適用については、家庭的保育者又は家庭的保育

補助者は、施行日から起算して５年を経過する日までの間、第３１条第１項及び

第４７条第１項に規定する保育従事者とみなす。
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（利用定員に関する経過措置）

６ 小規模保育事業Ｃ型にあっては、第３５条の規定にかかわらず、施行日から起

算して５年を経過する日までの間、その利用定員を６人以上１５人以下とするこ

とができる。

（小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例 （小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例

） ）

３・４ （略） ７・８ （略）

５ 附則第３項の事情に鑑み、当分の間、１日につき８時間を超えて開所する小規 ９ 附則第７項の事情に鑑み、当分の間、１日につき８時間を超えて開所する小規

模保育事業所Ａ型又は保育所型事業所内保育事業所（以下この項において「小規 模保育事業所Ａ型又は保育所型事業所内保育事業所（以下この項において「小規

模保育事業所Ａ型等」という。）において、開所時間を通じて必要となる保育士 模保育事業所Ａ型等」という。）において、開所時間を通じて必要となる保育士

の総数が当該小規模保育事業所Ａ型等に係る利用定員の総数に応じて置かなけれ の総数が当該小規模保育事業所Ａ型等に係る利用定員の総数に応じて置かなけれ

ばならない保育士の数を超えるときは、第２９条第２項又は第４４条第２項に規 ばならない保育士の数を超えるときは、第２９条第２項又は第４４条第２項に規

定する保育士の数の算定に当たっては、市長が保育士と同等の知識及び経験を有 定する保育士の数の算定に当たっては、市長が保育士と同等の知識及び経験を有

すると認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総 すると認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総

数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育 数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育

士とみなすことができる。 士とみなすことができる。

６ 前２項の規定を適用するときは、第２９条第２項又は第４４条第２項の規定 １０ 前２項の規定を適用するときは、第２９条第２項又は第４４条第２項の規定

により算定される保育士の数（前２項の規定の適用がないものとした場合に算定 により算定される保育士の数（前２項の規定の適用がないものとした場合に算定

されるものをいう。）の３分の２以上の保育士（法第１８条の１８第１項の登録 されるものをいう。）の３分の２以上の保育士（法第１８条の１８第１項の登録

を受けた者をいい、第２９条第３項若しくは第４項若しくは第４４条第３項若し を受けた者をいい、第２９条第３項 若しくは第４４条第３項

くは第４項又は前２項の規定により保育士とみなされる者を除く。）を置かなけ 又は前２項の規定により保育士とみなされる者を除く。）を置かなけ

ればならない。 ればならない。
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議案第 ７８号参考資料

川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例（令和６年条例第４４号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

附 則 附 則

１ （略） １ （略）

（経過措置） （経過措置）

２ 令和１０年３月３１日までの間、第１条の規定による改正後の川口市家庭的保 ２ 当分の間 、第１条の規定による改正後の川口市家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第２９条第２項、第３１条第 育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第２９条第２項、第３１条第

２項、第４４条第２項及び第４７条第２項並びに第２条の規定による改正後の川 ２項、第４４条第２項及び第４７条第２項、第２条 の規定による改正後の川

口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第３５条第２項の規 口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第３５条第２項、第

定（満３歳以上満４歳に満たない児童に対し保育を提供する保育士又は保育従事 ３条の規定による改正後

者（川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第３１条

第１項又は第４７条第１項に規定する保育従事者をいう。以下同じ。）の数に関

する部分に限る。）並びに第３条の規定による改正後の川口市幼保連携型認定こ の川口市幼保連携型認定こ

ども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例第６条第３ ども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例第６条第３

項及び 第４条の規定による改正後の川口市幼稚園型認定こども園、保育所型認 項並びに第４条の規定による改正後の川口市幼稚園型認定こども園、保育所型認

定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例第５条第３項 定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例第５条第３項

の規定（満３歳以上満４歳未満の園児の教育及び保育に直接従事する職員の数に の規定

関する部分に限る。）は適用せず、第１条の規定による改正前の川口市家庭的保 は適用せず、第１条の規定による改正前の川口市家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第２９条第２項、第３１条第 育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第２９条第２項、第３１条第

２項、第４４条第２項及び第４７条第２項並びに第２条の規定による改正前の川 ２項、第４４条第２項及び第４７条第２項、第２条 の規定による改正前の川

口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第３５条第２項の規 口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第３５条第２項、第

定（満３歳以上満４歳に満たない児童に対し保育を提供する保育士又は保育従事 ３条の規定による改正前

者の数に関する部分に限る。）並びに第３条の規定による改正前の川口市幼保連 の川口市幼保連

携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例 携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例

第６条第３項及び 第４条の規定による改正前の川口市幼稚園型認定こども園、 第６条第３項並びに第４条の規定による改正前の川口市幼稚園型認定こども園、
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保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例第 保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例第

５条第３項の規定（満３歳以上満４歳未満の園児の教育及び保育に直接従事する ５条第３項の規定

職員の数に関する部分に限る。）は、この条例の施行の日以後においても、なお は、この条例の施行の日以後においても、なお

その効力を有する。 その効力を有する。

３ 当分の間、第１条の規定による改正後の川口市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例第２９条第２項、第３１条第２項、第４４条第２項

及び第４７条第２項並びに第２条の規定による改正後の川口市児童福祉施設の設

備及び運営に関する基準を定める条例第３５条第２項の規定（満４歳以上の児童

に対し保育を提供する保育士又は保育従事者の数に関する部分に限る。）並びに

第３条の規定による改正後の川口市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、

設備及び運営に関する基準を定める条例第６条第３項及び第４条の規定による改

正後の川口市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定

こども園の認定の要件を定める条例第５条第３項の規定（満４歳以上の園児の教

育及び保育に直接従事する職員の数に関する部分に限る。）は適用せず、第１条

の規定による改正前の川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例第２９条第２項、第３１条第２項、第４４条第２項及び第４７条第２項

並びに第２条の規定による改正前の川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準を定める条例第３５条第２項の規定（満４歳以上の児童に対し保育を提供す

る保育士又は保育従事者の数に関する部分に限る。）並びに第３条の規定による

改正前の川口市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関

する基準を定める条例第６条第３項及び第４条の規定による改正前の川口市幼稚

園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の

要件を定める条例第５条第３項の規定（満４歳以上の園児の教育及び保育に直接

従事する職員の数に関する部分に限る。）は、この条例の施行の日以後において

も、なおその効力を有する。
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議案第 ７９号参考資料

川口市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年条例第４６号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件） （乳児等通園支援事業者の職員の一般的要件）

第９条 乳児等通園支援事業所の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性及び倫 第９条 乳児等通園支援事業者の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性及び倫

理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の 理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の

理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。 理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。

（乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等） （乳児等通園支援事業者の職員の知識及び技能の向上等）

第１０条 乳児等通園支援事業所の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定める事業 第１０条 乳児等通園支援事業者の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定める事業
さん さん

の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなけれ の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなけれ

ばならない。 ばならない。

２ （略） ２ （略）

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止）

第１３条 乳児等通園支援事業所の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３条の１０ 第１３条 乳児等通園支援事業者の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３条の１０

第１項各号に掲げる行為その他利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をし 第１項各号に掲げる行為その他利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をし

てはならない。 てはならない。

（児童対象性暴力等の防止）

第１３条の２ 乳児等通園支援事業者は、法第３４条の１６第４項において準用す

る法第２１条の５の１８第４項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者

等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関

する法律（令和６年法律第６９号）第２条第２項に規定する児童対象性暴力等を

いう。以下この条において同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた

場合に利用乳幼児を適切に保護するため、児童等対象業務従事者（利用乳幼児と

接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当

該利用乳幼児に接するものをいう。）に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に
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規定する犯罪事実確認をいう。）その他の必要な措置を講じなければならない。

（乳児等通園支援事業所内部の規程） （乳児等通園支援事業所内部の規程）

第１６条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営につい 第１６条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営につい

ての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 ての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) ～(5) （略） (1) ～(5) （略）

(6) 利用定員 (6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員

(7) 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当た (7) 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに 利用に当た

っての留意事項 っての留意事項

(8) ～(11) （略） (8) ～(11) （略）

（秘密保持等） （秘密保持等）

第１８条 乳児等通園支援事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得 第１８条 乳児等通園支援事業者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得

た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

２ （略） ２ （略）

（乳児等通園支援事業の区分） （乳児等通園支援事業の区分）

第２０条 （略） 第２０条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所（法第３９条第１項に規定する保 ３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所（法第３９条第１項に規定する保

育所をいう。以下同じ。）、認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育 育所をいう。以下同じ。）、認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。第２５条第３ 等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。第２５条第３

号において「認定こども園法」という。）第２条第６項に規定する認定こども園 号において「認定こども園法」という。）第２条第６項に規定する認定こども園

をいい、保育所であるものを除く。第２２条第３項第１号及び第２５条第２号に をいい、保育所であるものを除く。第２２条第３項第１号及び第２５条第２号に

おいて同じ。）又は家庭的保育事業等（法第２４条第２項に規定する家庭的保育 おいて同じ。）又は家庭的保育事業等（法第２４条第２項に規定する家庭的保育

事業等をいい、法第６条の３第１１項に規定する居宅訪問型保育事業（第２５条 事業等をいい、法第６条の３第１１項に規定する居宅訪問型保育事業（第２５条

第４号において「居宅訪問型保育事業」という。）を除く。同号において同じ。 第４号において「居宅訪問型保育事業」という。）を除く。同号において同じ。

）を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数（以下この項に ）を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数（以下この項に

おいて「利用児童数」という。）が当該施設又は事業に係る利用定員（子ども・ おいて「利用児童数」という。）が当該施設又は事業に係る利用定員

子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項又は第２９条第１項の
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確認において定める利用定員をいう。）の総数に満たない場合に、当該利用定員 の総数に満たない場合に、当該利用定員

の総数から当該利用児童数を減じた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児等 の総数から当該利用児童数を減じた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児等

通園支援事業をいう。 通園支援事業をいう。

（電磁的記録） （電磁的記録）

第２７条 乳児等通園支援事業者及びその乳児等通園支援事業所の職員は、記録、 第２７条 乳児等通園支援事業者及びその 職員は、記録、

作成その他これらに類するもののうち、この条例において書面（書面、書類、文 作成その他これらに類するもののうち、この条例において書面（書面、書類、文

書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識す 書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識す

ることができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において ることができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において

同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるものについては、書面に代えて、 同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるものについては、書面に代えて、

当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては 当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処 認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。
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議案第 ８０号参考資料

川口市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例（平成３１年条例第２０号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（学級の編制） （学級の編制）

第４条 （略） 第４条 （略）

２ １学級の園児の数は、満３歳以上満４歳未満の園児の学級にあっては２０以下、 ２ １学級の園児の数は、満３歳以上満４歳未満の園児の学級にあっては２０以下、

満４歳以上の園児の学級にあっては３０以下とする。ただし、満３歳以上満４歳 満４歳以上の園児の学級にあっては３５以下とする。ただし、満３歳以上満４歳

未満の園児の学級について、学級担任（学級を担当する専任の職員をいう。以下 未満の園児の学級について、学級担任（学級を担当する専任の職員をいう。以下

同じ。）を２人以上置く場合には、１学級の園児の数を３０以下とすることがで 同じ。）を２人以上置く場合には、１学級の園児の数を３５以下とすることがで

きる。 きる。

（職員の資格に係る特例）

第６条の２ 前条第１項、第２項及び第４項に規定する保育士の資格を有する者に

ついては、１人に限り、当該認定こども園に勤務する理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、心理担当職員（学校教育法の規定による大学（短期大学を除く。）

若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当す

る課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの

又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。）又は障害児の療育

に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に５

年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知

識及び経験を有する者（以下「特定理学療法士等」という。）をもって代えるこ

とができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、保育士

の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならな

い。

２ 前項の場合において、当該特定理学療法士等は、補助者として従事する場合を

除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
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（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の準用） （児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の準用）

第１９条 川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第４条、 第１９条 川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第４条、

第５条第１項、第２項、第４項及び第５項、第６条（第２項ただし書を除く。）、 第５条第１項、第２項、第４項及び第５項、第６条（第２項ただし書を除く。）、

第１０条、第１１条、第１２条の２、第１４条（第１項及び第４項ただし書を除 第１０条、第１１条 、第１４条（第１項及び第４項ただし書を除

く。）、第１５条第１項及び第４項、第１８条、第１９条第１項及び第２項、第 く。）、第１５条第１項及び第４項、第１８条、第１９条第１項及び第２項、第

３３条第７号並びに第３８条の規定は、認定こども園について準用する。この場 ３３条第７号並びに第３８条の規定は、認定こども園について準用する。この場

合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、 合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

（略） （略）

第１１条 入所中の児童 園児 第１１条 入所中の児童 園児

第３３条の１０第１項各 第３３条の１０第１項各号 第３３条の１０第１項各 第３３条の１０第１項各号
号 （幼稚園型認定こども園の 号 （幼稚園型認定こども園の

職員にあっては、学校教育 職員にあっては、学校教育
法第２８条第２項において 法第２８条第２項において
準用する就学前の子どもに 準用する就学前の子どもに
関する教育、保育等の総合 関する教育、保育等の総合
的な提供の推進に関する法 的な提供の推進に関する法
律第２７条の２第１項各号 律第２７条の２第１項各号
） ）

第１１条及び第１２ 当該児童 当該園児 当該児童 当該園児
条の２

（略）
第１２条の２ 法第４５条第７項におい 就学前の子どもに関する教

て準用する法第２１条の 育、保育等の総合的な提供
５の１８第４項 の推進に関する法律第６条

児童を 園児を

児童と 園児と

（略）
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２ （略） ２ （略）

附 則 附 則

１・２ （略） １・２ （略）

３ 第６条第１項及び第４項に規定する保育士の資格を有する者については、当分 ３ 第６条第１項及び第４項に規定する保育士の資格を有する者については、当分

の間、幼稚園若しくは小学校の教諭の普通免許状を有する者又は養護教諭の普通 の間、幼稚園若しくは小学校の教諭の普通免許状を有する者又は養護教諭の普通

免許状を有する者（現に当該施設において主幹養護教諭、主務養護教諭又は養護 免許状を有する者（現に当該施設において主幹養護教諭 又は養護

教諭として従事している者を除く。次項及び附則第７項において同じ。）をもっ 教諭として従事している者を除く。次項及び附則第７項において同じ。）をもっ

て代えることができる。 て代えることができる。

４～６ （略） ４～６ （略）

７ 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の右欄に ７ 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の右欄に

定める者をもって代える場合においては、同欄に定める者の総数は、第５条第３ 定める者をもって代える場合においては、同欄に定める者の総数は、第５条第３

項の規定により認定こども園に置かなければならない職員の数の３分の１を超え 項の規定により認定こども園に置かなければならない職員の数の３分の１を超え

てはならない。 てはならない。

第６条の２ 第６条第１項に規定する保 特定理学療法士等 附則第３項 第６条第１項及び第４項に 幼稚園若しくは小学校の教諭の普
第１項 育士の資格を有する者 規定する保育士の資格を有 通免許状を有する者又は養護教諭

する者 の普通免許状を有する者
附則第３項 第６条第１項及び第４項に 幼稚園若しくは小学校の教諭の普

規定する保育士の資格を有 通免許状を有する者又は養護教諭 （略）
する者 の普通免許状を有する者

（略）

８ 第６条の２第１項及び第２項並びに附則第６項の規定により特定理学療法士等

及び看護師等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当

たって、当該認定こども園の保育士の資格を有する者（同条第１項ただし書の規

定による支援を行う者を除く。）による支援を受けることができる体制を確保し

なければならない。
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議案第 ８１号参考資料

川口市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年条例第５９号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（児童対象性暴力等の防止）

第４条の３ 幼保連携型認定こども園の設置者は、法第１３条第６項において準用

する法第６条の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育保

育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６

年法律第６９号）第２条第２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条

において同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に園児を適切

に保護するため、児童等対象業務従事者（園児と接する業務に従事する者のうち、

支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該園児に接するものをいう。）に

係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他

の必要な措置を講じなければならない。

（学級の編制の基準） （学級の編制の基準）

第５条 （略） 第５条 （略）

２ １学級の園児数は、満３歳以上満４歳未満の園児の学級にあっては２０以下、 ２ １学級の園児数は、満３歳以上満４歳未満の園児の学級にあっては２０以下、

満４歳以上の園児の学級にあっては３０以下を原則とする。ただし、満３歳以上 満４歳以上の園児の学級にあっては３５以下を原則とする。ただし、満３歳以上

満４歳未満の園児の学級について、学級を担当する専任の主幹保育教諭、指導保 満４歳未満の園児の学級について、学級を担当する専任の主幹保育教諭、指導保

育教諭、主務保育教諭又は保育教諭（以下「保育教諭等」という。）を２人以上 育教諭 又は保育教諭（以下「保育教諭等」という。）を２人以上

置く場合には、１学級の園児数を３０以下とすることができる。 置く場合には、１学級の園児数を３５以下とすることができる。

３ （略） ３ （略）

（職員の数等） （職員の数等）

第６条 （略） 第６条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育（満３歳未満の園児につい ３ 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育（満３歳未満の園児につい

ては、その保育。以下同じ。）に直接従事する職員の数は、次の表の左欄に掲げ ては、その保育。以下同じ。）に直接従事する職員の数は、次の表の左欄に掲げ
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る園児の区分に応じ、同表の右欄に定める員数以上とする。ただし、当該職員の る園児の区分に応じ、同表の右欄に定める員数以上とする。ただし、当該職員の

数は、常時２を下ってはならない。 数は、常時２を下ってはならない。

（略） （略）

備考 備考
１～４ （略） １～４ （略）
５ 第１号に規定する者については、１人に限り、当該幼保連携型認定

こども園に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当
職員（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の規定による大学（短
期大学を除く。）若しくは大学院において、心理学を専修する学科、
研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個
人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を
有すると認められる者をいう。）又は障害児の療育に関する知識及び
経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に５年以上
従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関す
る知識及び経験を有する者（以下「特定理学療法士等」という。）を
もって代えることができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を
行うに当たっては、同号に規定する者による支援を受けることができ
る体制を確保しなければならない。

６ 前号の場合において、当該特定理学療法士等は、補助者として従事
する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

４ （略） ４ （略）

５ 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならな ５ 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならな

い。 い。

(1) （略） (1) （略）

(2) 主幹養護教諭、主務養護教諭、養護教諭又は養護助教諭 (2) 主幹養護教諭 、養護教諭又は養護助教諭

(3) （略） (3) （略）

附 則 附 則

１～６ （略） １～６ （略）

７ 第６条第３項の表備考第１号に規定する者については、当分の間、小学校の教 ７ 第６条第３項の表備考第１号に規定する者については、当分の間、小学校の教

諭の普通免許状を有する者又は養護教諭の普通免許状を有する者（現に当該施設 諭の普通免許状を有する者又は養護教諭の普通免許状を有する者（現に当該施設

において主幹養護教諭、主務養護教諭又は養護教諭として従事している者を除く。 において主幹養護教諭 又は養護教諭として従事している者を除く。

）（以下「小学校教諭等免許状所持者」という。）をもって代えることができる。 ）（以下「小学校教諭等免許状所持者」という。）をもって代えることができる。
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この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は、補助者として従事する場 この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は、補助者として従事する場

合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。 合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

８～１０ （略） ８～１０ （略）

１１ 第６条第３項の表備考第５号及び第６号並びに附則第７項から前項までの規 １１ 附則第７項 から前項までの規

定により同表備考第１号 に規定する者を特定理学療法士等、小学校 定により第６条第３項の表備考第１号に規定する者を小学校教諭等免許状所持者

教諭等免許状所持者、市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者 、市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者

又は看護師等をもって代える場合においては、当該特定理学療法士等、小学校教 又は看護師等をもって代える場合においては、当該小学校教諭等免許状所持者

諭等免許状所持者、市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者及 、市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者並

び 看護師等の総数は、同条第３項の規定により置かなければならない職員の数 びに看護師等の総数は、同項 の規定により置かなければならない職員の数

の３分の１を超えてはならない。 の３分の１を超えてはならない。

１２ 第６条第３項の表備考第５号及び第６号並びに附則第９項及び第１０項の規

定により特定理学療法士等及び看護師等のいずれもが保育を行う場合には、当該

看護師等が保育を行うに当たって、同表備考第１号に規定する者（同表備考第５

号ただし書の規定による支援を行う者を除く。）による支援を受けることができ

る体制を確保しなければならない。
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議案第 ８２号参考資料

川口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第７１号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

目次 目次

第１章・第２章 （略） 第１章・第２章 （略）

第３章 （略） 第３章 （略）

第１節・第２節 （略） 第１節・第２節 （略）

第３節 特例地域型保育給付費に関する基準（第５１条―第５３条） 第３節 特例地域型保育給付費に関する基準（第５１条・第５２条）

第４章 雑則（第５４条） 第４章 雑則（第５３条）

附則 附則

（定義） （定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると 第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 ころによる。

(1) ～(7) （略） (1) ～(7) （略）

(8) 満３歳未満等小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小 (8) 小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業

規模保育事業（同項第３号に掲げる事業を除く。）をいう。 をいう。

(9) 満３歳以上限定小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する

小規模保育事業（同項第３号に掲げる事業に限る。）をいう。

(10)～(15) （略） (9) ～(14) （略）

(16) 教育認定子ども 法第２７条第１項に規定する教育認定子どもをいう。

(17) 満３歳以上保育認定子ども 法第２７条第１項に規定する満３歳以上保育

認定子どもをいう。

(18) 保育認定子ども 法第２９条第２項に規定する保育認定子どもをいう。

(19)～(36) （略） (15)～(32) （略）

（一般原則） （一般原則）
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第３条 （略） 第３条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、 ３ 特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、

都道府県、市町村（特別区を含む。）、小学校、他の特定教育・保育施設等、地 都道府県、市町村 、小学校、他の特定教育・保育施設等、地

域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医 域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医

療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければな 療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければな

らない。 らない。

４・５ （略） ４・５ （略）

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等）

第６条 （略） 第６条 （略）

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同 ２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同

じ。）は、利用の申込みに係る法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもの じ。）は、利用の申込みに係る法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもの

数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している教育認定子ども 数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲げる小学校就学前子

の数の総数が、当該特定教育・保育施 どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数の総数が、当該特定教育・保育施

設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合 設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合

においては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保 においては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保

育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正 育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正

な方法（第４項において「選考方法」という。）により選考しなければならない。 な方法 により選考しなければならない。

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同 ３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同

じ。）は、利用の申込みに係る法第１９条第２号又は第３号に掲げる小学校就学 じ。）は、利用の申込みに係る法第１９条第２号又は第３号に掲げる小学校就学

前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している満３歳以上保育認 前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同条第２号又は第

定子ども又は満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。 ３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

）の数の総数が、当該特定教育・保育施設の同条第２号又は第３号に掲げる小学 の数の総数が、当該特定教育・保育施設の同条第２号又は第３号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、教育・保 校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、教育・保

育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受け 育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受け

る必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に利用できるよ る必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に利用できるよ

う、選考するものとする。 う、選考するものとする。

４ 前２項に規定する場合において、特定教育・保育施設は、選考方法又は前項に ４ 前２項に規定する場合において、特定教育・保育施設は、これらの項 に

規定する選考の方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上で、選 規定する選考の方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上で、選
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考を行わなければならない。 考を行わなければならない。

５ （略） ５ （略）

（あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力）

第７条 （略） 第７条 （略）

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同 ２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同

じ。）は、保育認定子ども じ。）は、法第１９条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

に係る当該特定教育・保育施設の利用について児童福 教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用について児童福

祉法第２４条第３項（同法附則第７３条第１項の規定により読み替えて適用する 祉法第２４条第３項（同法附則第７３条第１項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の規定により市が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しな 場合を含む。）の規定により市が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しな

ければならない。 ければならない。

（教育・保育給付認定の申請に係る援助） （教育・保育給付認定の申請に係る援助）

第９条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定を受けていない保護者から利 第９条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定を受けていない保護者から利

用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに教育・保育給 用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに当該申請

付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

２ （略） ２ （略）

（特定教育・保育の提供の記録） （教育・保育 の提供の記録）

第１２条 （略） 第１２条 （略）

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領）

第１３条 （略） 第１３条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育にお ４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育にお

いて提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を教育・保 いて提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を教育・保

育給付認定保護者から受けることができる。 育給付認定保護者から受けることができる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用 (3) 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用

ア 次の(ｱ) 又は(ｲ) に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、 ア 次の(ｱ) 又は(ｲ) に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、

その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の

世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ(ｱ) 又は(ｲ) に定 世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ(ｱ) 又は(ｲ) に定
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める金額未満であるものに対する副食の提供 める金額未満であるものに対する副食の提供

(ｱ) 教育認定子ども (ｱ) 法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

７７，１０１円 付認定子ども ７７，１０１円

(ｲ) 満３歳以上保育認定子ども (ｲ) 法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。イにおいて同じ。 付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。イにおいて同じ。

） ５７，７００円（令第４条第２項第６号に規定する特定教育・保育給 ） ５７，７００円（令第４条第２項第６号に規定する特定教育・保育給

付認定保護者にあっては、７７，１０１円） 付認定保護者にあっては、７７，１０１円）

イ 次の(ｱ) 又は(ｲ) に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、 イ 次の(ｱ) 又は(ｲ) に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、

負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（小学校、義務教育 負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（小学校、義務教育

学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第１学年から第３学年までに在 学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第１学年から第３学年までに在

籍する子どもをいう。以下このイにおいて同じ。）が同一の世帯に３人以上 籍する子どもをいう。以下このイにおいて同じ。）が同一の世帯に３人以上

いる場合にそれぞれ(ｱ) 又は(ｲ) に定める者に該当するものに対する副食の いる場合にそれぞれ(ｱ) 又は(ｲ) に定める者に該当するものに対する副食の

提供（アに該当するものを除く。） 提供（アに該当するものを除く。）

(ｱ) 教育認定子ども (ｱ) 法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（ 付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（

そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除く。）である者 そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除く。）である者

(ｲ) 満３歳以上保育認定子ども (ｲ) 法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

負担額算定基準子ども（そのうち最年長者及び２番目の年 付認定子ども 負担額算定基準子ども（そのうち最年長者及び２番目の年

長者である者を除く。）である者 長者である者を除く。）である者

ウ （略） ウ （略）

(4) ・(5) （略） (4) ・(5) （略）

５・６ （略） ５・６ （略）

（相談及び援助） （相談及び援助）

第１７条 特定教育・保育施設は、常に教育・保育給付認定子どもの心身の状況、 第１７条 特定教育・保育施設は、常に教育・保育給付認定子どもの心身の状況、

その置かれている環境等の的確な把握に努め、当該教育・保育給付認定子ども又 その置かれている環境等の的確な把握に努め、当該教育・保育給付認定子ども又

は当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、その は当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、その

相談に適切に応ずるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

（運営規程） （運営規程）
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第２０条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関 第２０条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関

する規程（第２３条において「運営規程」という。）を定めておかなければなら する規程（第２３条において「運営規程」という。）を定めておかなければなら

ない。 ない。

(1) ～(6) （略） (1) ～(6) （略）

(7) 特定教育・保育施設の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっ (7) 特定教育・保育施設の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっ

ての留意事項（第６条第２項に規定する選考方法及び同条第３項に規定する選 ての留意事項（第６条第２項及び第３項 に規定する選

考の方法を含む。） 考の方法を含む。）

(8) ～(11) （略） (8) ～(11) （略）

（利用定員の遵守） （定員 の遵守）

第２２条 （略） 第２２条 （略）

（特別利用保育の基準） （特別利用保育の基準）

第３５条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同じ。）が教 第３５条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同じ。）が法

育認定子ども 第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

に対し特別利用保育を提供する場合には、法第３４条第１項第３号に規定する もに対し特別利用保育を提供する場合には、法第３４条第１項第３号に規定する

基準を遵守しなければならない。 基準を遵守しなければならない。

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合には、 ２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合には、

当該特別利用保育に係る教育認定子ども 当該特別利用保育に係る法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

の数及び当該特定教育・保育施設を現に利用してい る教育・保育給付認定子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用してい

る満３歳以上保育認定子ども る同条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の数の総数が、第４条第２項第３号の規定により定められた法第１９条第２号に の数の総数が、第４条第２項第３号の規定により定められた法第１９条第２号に

掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。 掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を提供する場合には、 ３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を提供する場合には、

特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には特例施設型給付費（法第 特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には特例施設型給付費（法第

２８条第１項の特例施設型給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それ ２８条第１項の特例施設型給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それ

ぞれ含むものとして、前節（第６条第３項、第７条第２項及び第２６条を除く。 ぞれ含むものとして、前節（第６条第３項、第７条第２項及び第２６条を除く。

）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項中「認定こども園又は幼 ）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項中「認定こども園又は幼

稚園」とあるのは「特別利用保育を提供している施設」と、「教育認定子ども 稚園」とあるのは「特別利用保育を提供している施設」と、「同号に掲げる小学

」とあるのは「教育認定子ども又は満３歳以上保育認定子ども 校就学前子どもに」とあるのは「同号又は同条第２号に掲げる小学校就学前子ど
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」と、「同号」とあるのは「同条第２号」と、第１３条第２項中「第２７条第３ もに 」と、第１３条第２項中「第２７条第３

項第１号に掲げる」とあるのは「第２８条第２項第２号の内閣総理大臣が定める 項第１号に掲げる」とあるのは「第２８条第２項第２号の内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の」と、同条第４項第３号イ(ｱ) 中「教育認定子ども」 基準により算定した費用の」と、同条第４項第３号イ(ｱ) 中「教育・保育給付認

とあるのは「教育認定子ども （特別利用保育を受ける者を 定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を

除く。）」と、同号イ(ｲ) 中「満３歳以上保育認定子ども」とあるのは「満３歳 除く。）」と、同号イ(ｲ) 中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・

以上保育認定子ども（特別利用保育を受ける者を含む。）」とする。 保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を含む。）」とする。

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準）

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同じ。）が満 第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同じ。）が法

３歳以上保育認定子ども 第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

に対し、特別利用教育を提供する場合には、法第３４条第１項第２号に規定す もに対し、特別利用教育を提供する場合には、法第３４条第１項第２号に規定す

る基準を遵守しなければならない。 る基準を遵守しなければならない。

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合には、 ２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合には、

当該特別利用教育に係る満３歳以上保育認定子ども 当該特別利用教育に係る法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

の数及び当該特定教育・保育施設を現に利用してい る教育・保育給付認定子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用してい

る教育認定子ども る同条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の数の総数が、第４条第２項第２号の規定により定められた法第１９条第１号に の数の総数が、第４条第２項第２号の規定により定められた法第１９条第１号に

掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。 掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供する場合には、 ３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供する場合には、

特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型給付費を、そ 特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型給付費を、そ

れぞれ含むものとして、前節（第６条第３項、第７条第２項及び第２６条を除く。 れぞれ含むものとして、前節（第６条第３項、第７条第２項及び第２６条を除く。

）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項中「認定こども園又は幼 ）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項中「認定こども園又は幼

稚園」とあるのは「特別利用教育を提供している施設」と、「第１９条第１号」 稚園」とあるのは「特別利用教育を提供している施設」と、「第１９条第１号」

とあるのは「第１９条第２号」と、「教育認定子ども 」とあ とあるのは「第１９条第２号」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに」とあ

るのは「教育認定子ども又は満３歳以上保育認定子ども」と、「同号」とあるの るのは「同条第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに」と、「同号に掲

は「同条第１号 げる小学校就学前子どもの」とあるのは「同条第１号に掲げる小学校就学前子ど

」と、第１３条第２項中「第２７条第３項第１号に掲げる」とあるのは「第 もの」と、第１３条第２項中「第２７条第３項第１号に掲げる」とあるのは「第

２８条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の」と、同 ２８条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の」と、同

条第４項第３号イ(ｱ) 中「教育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども 条第４項第３号イ(ｱ) 中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育

（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、同号イ(ｲ) 中「満３ 給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、同号イ(ｲ) 中「教育

歳以上保育認定子ども」とあるのは「満３歳以上保育認定子ども（特別利用教育 ・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育
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を受ける者を除く。）」とする。 を受ける者を除く。）」とする。

第３章 （略） 第３章 （略）

第１節 （略） 第１節 （略）

第３７条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用定員（法第２ 第３７条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用定員（法第２

９条第１項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。）の数 ９条第１項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。）の数

は、家庭的保育事業にあっては１人以上５人以下とし、小規模保育事業Ａ型（川 は、家庭的保育事業にあっては１人以上５人以下とし、小規模保育事業Ａ型（川

口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条 口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条

例第７２号）第２７条に規定する小規模保育事業Ａ型をいう。第４２条第３項に 例第７２号）第２８条に規定する小規模保育事業Ａ型をいう。第４２条第３項に

おいて同じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同条例第２７条に規定する小規模保育 おいて同じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同条例第３１条に規定する小規模保育

事業Ｂ型をいう。同項において同じ。）にあっては６人以上１９人以下とし、小 事業Ｂ型をいう。同項において同じ。）にあっては６人以上１９人以下とし、小

規模保育事業Ｃ型（同条例第２７条に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう 規模保育事業Ｃ型（同条例第３３条に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう。附則

。）にあっては６人以上１０人以下とし、居宅訪問型保育事 第３条において同じ。）にあっては６人以上１０人以下とし、居宅訪問型保育事

業にあっては１人とする。 業にあっては１人とする。

２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者（満３歳以上限定小 ２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保育の種

規模保育事業を行う者をいう。以下同じ。）を除く。）は、次の各号に掲げる地 類に係る特定地域型保育事業所ごとに、法第１９条第３号に掲げる小学校就学前

域型保育事業（法第７条第５項に規定する地域型保育事業をいう。以下この項に 子どもに係る利用定員（事業所内保育事業を行う事業所にあっては、川口市家庭

おいて同じ。）の区分に応じ、当該地域型保育事業を行う事業所ごとに、当該各 的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第４２条の規定を踏まえ、

号に定める利用定員を、満１歳に満たない小学校就学前子どもと満１歳以上の小 その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内

学校就学前子どもとに区分して定めるものとする。 保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども（当該

(1) 家庭的保育事業、満３歳未満等小規模保育事業及び居宅訪問型保育事業 法 事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員であ

第１９条第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員 る事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等（児

(2) 事業所内保育事業 法第４３条第３項に規定する労働者等監護満３歳未満小 童福祉法第６条の３第１２項第１号ハに規定する共済組合等をいう。）に係るも

学校就学前子どもに係る利用定員及びその他の法第１９条第３号に掲げる小学 のにあっては共済組合等の構成員（同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。

校就学前子どもに係る利用定員 ）の監護する小学校就学前子どもとする。）及びその他の小学校就学前子どもご

とに定める法第１９条第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。

）を、満１歳に満たない小学校就学前子どもと満１歳以上の小学校就学前子ども

に区分して定めるものとする。

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、満３

歳以上限定小規模保育事業を行う事業所ごとに、法第１９条第２号に掲げる小学

校就学前子どもに係る利用定員を定めるものとする。
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（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等）

第３９条 （略） 第３９条 （略）

２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。）は、利用 ２ 特定地域型保育事業者 は、利用

の申込みに係る法第１９条第３号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域 の申込みに係る法第１９条第３号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域

型保育事業を行う事業所（以下「特定地域型保育事業所」という。）を現に利用 型保育事業所を 現に利用

している満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以 している満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以

下この章（第４３条第１項を除く。）において同じ。）の数の総数が、当該特定 下この章 において同じ。）の数の総数が、当該特定

地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総 地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総

数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及 数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及

び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保 び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保

育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、利用

の申込みに係る法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域

型保育事業所を現に利用している満３歳以上保育認定子どもの数の総数が、当該

特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員

の総数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程

度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳以

上保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。

４ 前２項に規定する場合において、特定地域型保育事業者は、これらの項に規定 ３ 前項 に規定する場合において、特定地域型保育事業者は、同項 に規定

する選考の方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上で、選考を する選考の方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上で、選考を

行わなければならない。 行わなければならない。

５ 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難である場合その ４ 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難である場合その

他利用申込者に係る保育認定子ども に対し自ら適切な教育・保育を提 他利用申込者に係る満３歳未満保育認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提

供することが困難である場合は、連携施設その他の適切な特定教育・保育施設又 供することが困難である場合は、連携施設その他の適切な特定教育・保育施設又

は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならな は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならな

い。 い。

（あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力）

第４０条 （略） 第４０条 （略）

２ 特定地域型保育事業者は、保育認定子ども に係る特定地域型保育事 ２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育認定子どもに係る特定地域型保育事
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業の利用について児童福祉法第２４条第３項（同法附則第７３条第１項の規定に 業の利用について児童福祉法第２４条第３項（同法附則第７３条第１項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）の規定により市が行う調整及び要請に対 より読み替えて適用する場合を含む。）の規定により市が行う調整及び要請に対

し、できる限り協力しなければならない。 し、できる限り協力しなければならない。

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握）

第４１条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たっては、保育認 第４１条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たっては、満３歳

定子ども の心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育 未満保育認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育

施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。 施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。

（特定教育・保育施設等との連携） （特定教育・保育施設等との連携）

第４２条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この 第４２条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この

項から第７項までにおいて同じ。）は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施さ 項から第７項までにおいて同じ。）は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施さ

れ、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連 れ、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連

携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）を 携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）を

適切に確保しなければならない。 適切に確保しなければならない。

(1) 特定地域型保育の提供を受けている保育認定子ども に集団保育を (1) 特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満保育認定子どもに集団保育を

体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域 体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域

型保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援（次項にお 型保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援（次項にお

いて「保育内容支援」という。）を実施すること。 いて「保育内容支援」という。）を実施すること。

(2) （略） (2) （略）

(3) 当該特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。第６ (3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育

項、第７項、第１１項及び第１２項において同じ。）により特定地域型保育（

満３歳以上限定小規模保育を除く。第６項、第７項及び第１２項において同じ。

）の提供を受けていた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業を利用す の提供を受けていた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業を利用す

る満３歳未満保育認定子どもにあっては、第３７条第２項第２号に規定するそ る満３歳未満保育認定子どもにあっては、第３７条第２項 に規定するそ

の他の法第１９条第３号に掲げる小学校就学前子どもに限る。 の他の 小学校就学前子どもに限る。以下この号及び

第６項第１号において同じ。）を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、 第６項第１号において同じ。）を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、

当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づ 当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づ

き、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。 き、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。

２～６ （略） ２～６ （略）

７ 前項の場合（同項第２号に該当する場合に限る。）において、特定地域型保育 ７ 前項の場合（同項第２号に該当する場合に限る。）において、特定地域型保育

事業者は、児童福祉法第５９条第１項に規定する施設のうち次に掲げるもの（入 事業者は、児童福祉法第５９条第１項に規定する施設のうち次に掲げるもの（入
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所定員が２０人以上のものに限る。）又は満３歳以上限定小規模保育事業 所定員が２０人以上のものに限る。）又は国家戦略特別区域法（平成２５年法律

を 第１０７号）第１２条の４第１項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を

行う事業所であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係 行う事業所であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係

る連携協力を行う施設又は事業所として適切に確保しなければならない。 る連携協力を行う施設又は事業所として適切に確保しなければならない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

８ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、第１

項の規定にかかわらず、連携施設の確保に当たって、同項第３号に係る連携協力

を求めることを要しない。

９・１０ （略） ８・９ （略）

１１ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第６条の３第１２項 １０ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第６条の３第１２項

第２号に掲げる事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの（附則第３条 第２号に掲げる事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの（附則第４条

において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。）については、第１項の において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。）については、第１項の

規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。 規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。

１２ （略） １１ （略）

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領）

第４３条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育を提供した際は、教育・保育 第４３条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育を提供した際は、教育・保育

給付認定保護者（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に 給付認定保護者

限る。）から当該特定地域型保育に係る利用者負担額（法第２９条第３項第２号 から当該特定地域型保育に係る利用者負担額（法第２９条第３項第２号

に掲げる額をいう。）の支払を受けるものとする。 に掲げる額をいう。）の支払を受けるものとする。

２～６ （略） ２～６ （略）

（運営規程） （運営規程）

第４６条 特定地域型保育事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に 第４６条 特定地域型保育事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に

関する規程（第５０条において準用する第２３条において「運営規程」という。 関する規程（第５０条において準用する第２３条において「運営規程」という。

）を定めておかなければならない。 ）を定めておかなければならない。

(1) ～(6) （略） (1) ～(6) （略）

(7) 特定地域型保育事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっ (7) 特定地域型保育事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっ

ての留意事項（第３９条第２項及び第３項に規定する選考の方法を含む。） ての留意事項（第３９条第２項 に規定する選考の方法を含む。）

(8) ～(11) （略） (8) ～(11) （略）

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）
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第４７条 特定地域型保育事業者は、保育認定子ども に対し、適切な特 第４７条 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育認定子どもに対し、適切な特

定地域型保育を提供することができるよう、特定地域型保育事業所ごとに職員の 定地域型保育を提供することができるよう、特定地域型保育事業所ごとに職員の

勤務の体制を定めておかなければならない。 勤務の体制を定めておかなければならない。

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、当該特定地域型保育 ２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、当該特定地域型保育

事業所の職員によって特定地域型保育を提供しなければならない。ただし、保育 事業所の職員によって特定地域型保育を提供しなければならない。ただし、満３

認定子ども に対する特定地域型保育の提供に直接影響を及ぼさない業 歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育の提供に直接影響を及ぼさない業

務については、この限りでない。 務については、この限りでない。

３ （略） ３ （略）

（利用定員の遵守） （定員 の遵守）

第４８条 （略） 第４８条 （略）

（記録の整備） （記録の整備）

第４９条 （略） 第４９条 （略）

２ 特定地域型保育事業者は、保育認定子ども に対する特定地域型保育 ２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育

の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけれ の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけれ

ばならない。 ばならない。

(1) ～(5) （略） (1) ～(5) （略）

（準用） （準用）

第５０条 第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第１７条 第５０条 第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第１７条

から第１９条まで、第２３条から第２５条まで及び第２７条から第３３条までの から第１９条まで、第２３条から第２５条まで及び第２７条から第３３条までの

規定は、特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育につ 規定は、特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育につ

いて準用する。この場合において、第１１条中「教育・保育給付認定子どもにつ いて準用する。この場合において、第１１条中「教育・保育給付認定子どもにつ

いて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（教育認定子ども いて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（満３歳未満保育認定子どもに限

を除く。以下この節において同じ。）につい り、特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。）につい

て」と、第１４条第１項 て」と、第１２条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と、第１

４条の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条第１

中「施設型給付費（法第２７条第１項の施設型給付費をいう。以下」とあるの 項中「施設型給付費（法第２７条第１項の施設型給付費をいう。以下」とあるの

は「地域型保育給付費（法第２９条第１項の地域型保育給付費をいう。以下この は「地域型保育給付費（法第２９条第１項の地域型保育給付費をいう。以下この

項及び第１９条において」と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付 項及び第１９条において」と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付

費の」と、同条第２項中「特定教育・保育提供証明書」とあるのは「特定地域型 費の」と、同条第２項中「特定教育・保育提供証明書」とあるのは「特定地域型

保育提供証明書」と、第１９条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付 保育提供証明書」と、第１９条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付
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費」と、第２５条中「第３３条の１０第１項各号（幼保連携型認定こども園であ 費」と読み替える

る特定教育・保育施設の職員にあっては認定こども園法第２７条の２第１項各号、

幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては学校教育法第２８条第２項に

おいて準用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）」とあるのは「第３３

条の１０第１項各号」と読み替えるものとする。 ものとする。

第３節 （略） 第３節 （略）

（特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準）

第５１条 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。以下 第５１条 特定地域型保育事業者が法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子ども

この条において同じ。）が教育認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する に該当する教育・保育給付認定子ども に対し特別利用地域型保育を提供する

場合には、法第４６条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなけ 場合には、法第４６条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなけ

ればならない。 ればならない。

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場 ２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場

合には、当該特別利用地域型保育に係る教育認定子ども 合には、当該特別利用地域型保育に係る法第１９条第１号に掲げる小学校就学前

の数及び特定地域型保育事業所を現 子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び特定地域型保育事業所を現

に利用している満３歳未満保育認定子ども（第５３条第１項の規定により特定利 に利用している満３歳未満保育認定子ども（次条第１項 の規定により特定利

用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる 用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる

満３歳以上保育認定子ども 法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

を含む。）の数の総数が、第３７条第２項の規定により定められた利用定員 どもを含む。）の数の総数が、第３７条第２項の規定により定められた利用定員

の数を超えないものとする。 の数を超えないものとする。

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する ３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する

場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特 場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特

例地域型保育給付費（法第３０条第１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第 例地域型保育給付費（法第３０条第１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第

３項及び第５３条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、この章 ３項 において同じ。）を、それぞれ含むものとして、この章

（第３７条第３項、第３９条第３項及び第４０条第２項を除き、前条において準 （ 第４０条第２項を除き、前条において準

用する第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第１７条か 用する第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第１７条か

ら第１９条まで、第２３条から第２５条まで及び第２７条から第３３条までを含 ら第１９条まで、第２３条から第２５条まで及び第２７条から第３３条までを含

む。第５３条第３項において同じ。）の規定を適用する。この場合において、第 む。次条第３項 において同じ。）の規定を適用する。この場合において、第

３９条第２項中「第１９条第３号」とあるのは「第１９条第１号」と、「満３歳 ３９条第２項中「第１９条第３号」とあるのは「第１９条第１号」と、「満３歳

未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章（第４ 未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章に

３条第１項を除く。）において同じ」とあるのは「教育認定子ども及び満３歳未 おいて同じ」とあるのは「同号又は同条第３号に掲げる
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満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除き、第５３条第１項の規 小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第５２条第１項の規

定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保 定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保

育の対象となる満３歳以上保育認定子ども 育の対象となる法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

を含む」と、「同号」とあるのは「同条第３号」と、「教育 保育給付認定子どもを含む」と、「同号」とあるのは「同条第３号」と、「教育

・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を ・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を

受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用でき 受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用でき

るよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特 るよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特

定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な 定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な

方法により」と、第４３条第１項中「満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保 方法により」と、第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」

育給付認定保護者に限る」とあるのは「 特別利用地 とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特別利用地

域型保育の対象となる教育認定子ども 域型保育の対象となる法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

に係る教育・保育給付認定保護者を除く」 と、同 教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同

条第２項中「第２９条第３項第１号に掲げる」とあるのは「第３０条第２項第２ 条第２項中「第２９条第３項第１号に掲げる」とあるのは「第３０条第２項第２

号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の」と、同条第３項中「前２ 号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の」と、同条第３項中「前２

項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、 項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、

「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第１３条第４項第３号 「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第１３条第４項第３号

ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条第５項中「前各項」と ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条第５項中「前各項」と

あるのは「前３項」とする。 あるのは「前３項」とする。

第５２条 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。以下

この条において同じ。）が教育認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する

場合には、法第４６条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなけ

ればならない。

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場

合には、当該特別利用地域型保育に係る教育認定子どもの数及び特定地域型保育

事業所を現に利用している満３歳以上保育認定子どもの数の総数が、第３７条第

３項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する

場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特

例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この章（第３７条第２項、第

３９条第２項及び第４０条第２項を除き、第５０条において準用する第８条から
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第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第１７条から第１９条まで、

第２３条から第２５条まで及び第２７条から第３３条までを含む。）の規定を適

用する。この場合において、第３９条第３項中「第１９条第２号」とあるのは「

第１９条第１号」と、「満３歳以上保育認定子どもの」とあるのは「教育認定子

ども又は満３歳以上保育認定子どもの」と、「同号」とあるのは「同条第２号」

と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案

し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳以上保育認定子どもが優先的

に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方

法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考そ

の他公正な方法により」と、第４３条第１項中「満３歳未満保育認定子どもに係

る教育・保育給付認定保護者に限る」とあるのは「特別利用地域型保育の対象と

なる教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く」と、同条第２項中

「第２９条第３項第１号に掲げる」とあるのは「第３０条第２項第２号の内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の」と、同条第３項中「前２項」とある

のは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費

用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第１３条第４項第３号ア又はイに

掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条第５項中「前各項」とあるのは「

前３項」とする。

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準）

第５３条 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。以下 第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子ども

この条において同じ。）が満３歳以上保育認定子どもに対し特定利用地域型保育 に該当する教育・保育給付認定子ども に対し特定利用地域型保育

を提供する場合には、法第４６条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を を提供する場合には、法第４６条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を

遵守しなければならない。 遵守しなければならない。

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供する場 ２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供する場

合には、当該特定利用地域型保育に係る満３歳以上保育認定子ども 合には、当該特定利用地域型保育に係る法第１９条第２号に掲げる小学校就学前

の数及び特定地域型保育事業所を現 子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び特定地域型保育事業所を現

に利用している満３歳未満保育認定子ども（第５１条第１項の規定により特別利 に利用している満３歳未満保育認定子ども（前条第１項 の規定により特別利

用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特別利用地域型保育の対象となる 用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特別利用地域型保育の対象となる

教育認定子ども 法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

を含む。）の数の総数が、第３７条第２項の規定により定められた利用定員 どもを含む。）の数の総数が、第３７条第２項の規定により定められた利用定員
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の数を超えないものとする。 の数を超えないものとする。

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する ３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する

場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給付費には特 場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給付費には特

例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この章の規定を適用する。こ 例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この章の規定を適用する。こ

の場合において、第４３条第１項中「満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保 の場合において、第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」

育給付認定保護者」とあるのは「 特定利用地域型保 とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保

育の対象となる満３歳以上保育認定子ども 育の対象となる法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。）に係る教育・保 保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。）に係る教育・保

育給付認定保護者」と 、同条第２項中「第２９条第３項第１号に掲げ 育給付認定保護者に限る。）」と、同条第２項中「第２９条第３項第１号に掲げ

る」とあるのは「第３０条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定 る」とあるのは「第３０条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の」と、同条第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事 した費用の」と、同条第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事

の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳以上保育認定子どもに対す の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳以上保育認定子どもに対す

るもの及び法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育 るもの及び法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。）に係る第１３条第４ 給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。）に係る第１３条第４

項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」とする。 項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」とする。

第４章 （略） 第４章 （略）

第５４条 （略） 第５３条 （略）

附 則 附 則

（利用定員に関する経過措置）

第３条 小規模保育事業Ｃ型にあっては、この条例の施行の日から起算して５年を

経過する日までの間、第３７条第１項中「６人以上１０人以下」とあるのは、「

６人以上１５人以下」とする。

第３条 （略） 第４条 （略）
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議案第 ８３号参考資料

川口市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和元年条例第４３号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（児童対象性暴力等の防止）

第４６条 指定児童発達支援事業者は、法第２１条の５の１８第４項の規定に基づ 第４６条 削除

き、児童対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象

性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第６９号）第２条第

２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。）を防止し、

及び児童対象性暴力等が行われた場合に障害児を適切に保護するため、児童等対

象業務従事者（障害児と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉

鎖性のある環境の下で当該障害児に接するものをいう。）に係る犯罪事実確認（

同法第４条第１項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他の必要な措置を講じ

なければならない。

（準用） （準用）

第５８条 第４条、第７条、第８条及び前節（第１１条 を除く。）の 第５８条 第４条、第７条、第８条及び前節（第１１条及び第４６条を除く。）の

規定は、共生型児童発達支援の事業について準用する。 規定は、共生型児童発達支援の事業について準用する。

（準用） （準用）

第８３条 第１２条から第２２条まで、第２４条から第３０条まで、第３２条、第 第８３条 第１２条から第２２条まで、第２４条から第３０条まで、第３２条、第

３４条 から第５０条まで、第５１条第１項及び第５ ３４条から第４５条まで、第４７条から第５０条まで、第５１条第１項及び第５

２条から第５４条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用 ２条から第５４条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用

する。この場合において、第２２条第２項中「次条第１項から第３項まで」とあ する。この場合において、第２２条第２項中「次条第１項から第３項まで」とあ

るのは「第８２条第１項から第３項まで」と、第２５条第２項中「第２３条第２ るのは「第８２条第１項から第３項まで」と、第２５条第２項中「第２３条第２

項」とあるのは「第８２条第２項」と、第２６条第１項、第２７条及び第５４条 項」とあるのは「第８２条第２項」と、第２６条第１項、第２７条及び第５４条

第２項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」 第２項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」
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と読み替えるものとする。 と読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第８４条 第７条、第８条、第１２条から第２２条まで、第２４条から第３０条ま 第８４条 第７条、第８条、第１２条から第２２条まで、第２４条から第３０条ま

で、第３２条、第３４条 から第５０条まで、第５１ で、第３２条、第３４条から第４５条まで、第４７条から第５０条まで、第５１

条第１項、第５２条から第５７条まで、第７７条及び第８２条の規定は、共生型 条第１項、第５２条から第５７条まで、第７７条及び第８２条の規定は、共生型

放課後等デイサービス（放課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。） 放課後等デイサービス（放課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。）

の事業について準用する。この場合において、第２２条第２項中「次条第１項か の事業について準用する。この場合において、第２２条第２項中「次条第１項か

ら第３項まで」とあるのは「第８４条において準用する第８２条第１項から第３ ら第３項まで」とあるのは「第８４条において準用する第８２条第１項から第３

項まで」と、第２５条第２項中「第２３条第２項」とあるのは「第８４条におい 項まで」と、第２５条第２項中「第２３条第２項」とあるのは「第８４条におい

て準用する第８２条第２項」と、第２６条第１項、第２７条及び第５４条第２項 て準用する第８２条第２項」と、第２６条第１項、第２７条及び第５４条第２項

第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と読み 第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と読み

替えるものとする。 替えるものとする。

（準用） （準用）

第９６条 第１２条から第２２条まで、第２４条、第２５条、第２６条（第６項及 第９６条 第１２条から第２２条まで、第２４条、第２５条、第２６条（第６項及

び第７項を除く。）、第２６条の２、第２７条から第３０条まで、第３２条、第 び第７項を除く。）、第２６条の２、第２７条から第３０条まで、第３２条、第

３４条から第３６条まで、第３８条、第３８条の２、第４０条の２、第４０条の ３４条から第３６条まで、第３８条、第３８条の２、第４０条の２、第４０条の

３第１項、第４１条 から第５０条まで、第５１条第 ３第１項、第４１条から第４５条まで、第４７条から第５０条まで、第５１条第

１項及び第５２条から第５４条までの規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事 １項及び第５２条から第５４条までの規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事

業について準用する。この場合において、第１２条第１項中「第３７条」とある 業について準用する。この場合において、第１２条第１項中「第３７条」とある

のは「第９５条」と、第２２条第２項中「次条第１項から第３項まで」とあるの のは「第９５条」と、第２２条第２項中「次条第１項から第３項まで」とあるの

は「第９４条第１項から第３項まで」と、第２５条第２項中「第２３条第２項」 は「第９４条第１項から第３項まで」と、第２５条第２項中「第２３条第２項」

とあるのは「第９４条第２項」と、第２６条第１項、第２７条及び第５４条第２ とあるのは「第９４条第２項」と、第２６条第１項、第２７条及び第５４条第２

項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と、 項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と、

第２７条第４項中「関連性及びインクルージョンの観点」とあるのは「関連性」 第２７条第４項中「関連性及びインクルージョンの観点」とあるのは「関連性」

と、第４８条第１項中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」と と、第４８条第１項中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」と

読み替えるものとする。 読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第１０１条 第１２条から第２２条まで、第２４条、第２５条、第２６条（第４項 第１０１条 第１２条から第２２条まで、第２４条、第２５条、第２６条（第４項
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を除く。）、第２６条の３から第３０条まで、第３２条、第３４条から第３６条 を除く。）、第２６条の３から第３０条まで、第３２条、第３４条から第３６条

まで、第３８条、第３８条の２、第４０条の２、第４０条の３第１項、第４１条、 まで、第３８条、第３８条の２、第４０条の２、第４０条の３第１項、第４１条、

第４３条 から第５０条まで、第５１条第１項、第５ 第４３条から第４５条まで、第４７条から第５０条まで、第５１条第１項、第５

２条から第５４条まで及び第９３条から第９５条までの規定は、指定保育所等訪 ２条から第５４条まで及び第９３条から第９５条までの規定は、指定保育所等訪

問支援の事業について準用する。この場合において、第１２条第１項中「第３７ 問支援の事業について準用する。この場合において、第１２条第１項中「第３７

条」とあるのは「第１０１条において準用する第９５条」と、第２２条第２項中 条」とあるのは「第１０１条において準用する第９５条」と、第２２条第２項中

「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第１０１条において準用する第９４ 「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第１０１条において準用する第９４

条第１項から第３項まで」と、第２５条第２項中「第２３条第２項」とあるのは 条第１項から第３項まで」と、第２５条第２項中「第２３条第２項」とあるのは

「第１０１条において準用する第９４条第２項」と、第２６条第１項、第２７条 「第１０１条において準用する第９４条第２項」と、第２６条第１項、第２７条

及び第５４条第２項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支 及び第５４条第２項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支

援計画」と、第２６条第６項中「を受けて」とあるのは「及び当該指定保育所等 援計画」と、第２６条第６項中「を受けて」とあるのは「及び当該指定保育所等

訪問支援事業所の訪問支援員が当該障害児に対して指定保育所等訪問支援を行う 訪問支援事業所の訪問支援員が当該障害児に対して指定保育所等訪問支援を行う

に当たって訪問する施設（以下「訪問先施設」という。）による評価（以下「訪 に当たって訪問する施設（以下「訪問先施設」という。）による評価（以下「訪

問先施設評価」という。）を受けて」と、同項第５号中「保護者」とあるのは「 問先施設評価」という。）を受けて」と、同項第５号中「保護者」とあるのは「

保護者並びに当該訪問先施設」と、同条第７項中「及び保護者評価」とあるのは 保護者並びに当該訪問先施設」と、同条第７項中「及び保護者評価」とあるのは

「、保護者評価及び訪問先施設評価」と、「保護者に」とあるのは「保護者及び 「、保護者評価及び訪問先施設評価」と、「保護者に」とあるのは「保護者及び

訪問先施設に」と、第２７条第４項中「第２６条第４項に規定する領域との関連 訪問先施設に」と、第２７条第４項中「第２６条第４項に規定する領域との関連

性及びインクルージョン」とあるのは「インクルージョン」と、同条第５項中「 性及びインクルージョン」とあるのは「インクルージョン」と、同条第５項中「

担当者等」とあるのは「担当者、当該障害児に係る訪問先施設の担当者等」と、 担当者等」とあるのは「担当者、当該障害児に係る訪問先施設の担当者等」と、

第４３条第１項中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従 第４３条第１項中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従

業者の勤務の体制」と、第４８条第１項中「行わなければ」とあるのは「行うよ 業者の勤務の体制」と、第４８条第１項中「行わなければ」とあるのは「行うよ

う努めなければ」と読み替えるものとする。 う努めなければ」と読み替えるものとする。
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議案第 ８４号参考資料

川口市介護保険条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市介護保険条例（平成１２年条例第３３号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

附 則 附 則

（令和８年度における保険料の減額の特例）

第１３条 市長は、第１号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員

のうちに、令和７年度及び令和８年度の各年度分の地方税法の規定による市町村

民税が課されていない者で前条第１項又は第２項の規定により令和８年度分の同

法の規定による市町村民税が課されている者とみなされることとなるものがいる

場合で、特に必要があると認めるときは、当該第１号被保険者に係る同年度の保

険料に限り、第９条第５号に該当するものとして、第１０条第１項の規定により

減額することができる。この場合における同項の規定の適用については、同項中

「ときは、当該保険料の納付義務者の申請により」とあるのは、「ときは」とす

る。
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議案第 ８５号参考資料

川口市朝日環境センター施設整備審議会条例を廃止する条例案新旧対照表

○ 川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５３年条例第９号）（附則第２項関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

職 名 報 酬 額 職 名 報 酬 額

（略） （略）

朝日環境センター施設整備 会 長 日額 ７，８００円
審議会

委 員 日額 ７，２００円

（略）
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議案第 ８７号参考資料

川口市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成５年条例第３２号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（建築物の容積率の最高限度） （建築物の容積率の最高限度）

第４条 建築物の延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、 第４条 建築物の延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、

その延べ面積の合計。以下この条において同じ。）の敷地面積に対する割合（以 その延べ面積の合計。以下 同じ。）の敷地面積に対する割合（以

下「容積率」という。）は、別表第２の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表（ 下「容積率」という。）は、別表第２の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表（

イ）欄に掲げる数値以下でなければならない。 イ）欄に掲げる数値以下でなければならない。

２ 前項に規定する建築物の延べ面積には、法第５２条第３項及び第６項並びに建 ２ 前項に規定する建築物の延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面（建

築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「令」という。）第２条第１ 築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する

項第４号ただし書（同条第３項の規定が適用される場合を含む。）の規定により 位置の高低差が３メートルを超える場合においては、その高低差３メートル以内

建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされた建築物の ごとの平均の高さにおける水平面をいう。）からの高さ１メートル以下にあるも

部分の床面積は、算入しない。 のの住宅の用途に供する部分の床面積（当該床面積が当該建築物の住宅の用途に

供する部分の床面積の合計の３分の１を超える場合においては、当該建築物の住

宅の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１）は、算入しない。

３ 第１項に規定する建築物の延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用

に供する部分の床面積は、算入しない。

４ 第１項に規定する建築物の延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は

自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以

下「自動車車庫等」という。）の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建

築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、

それらの建築物の各階の床面積の合計の和）の５分の１を限度として算入しない。

（建築物の高さの最高限度） （建築物の高さの最高限度）

第８条 （略） 第８条 （略）

２ 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓 ２ 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓
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その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建 その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建

築面積の８分の１以内の場合においてはその部分の高さは、１２メートルを限度 築面積の８分の１以内の場合においてはその部分の高さは、５メートル を限度

として算入しない。 として算入しない。

（既存の建築物に対する制限の緩和） （既存の建築物に対する制限の緩和）

第１１条 （略） 第１１条 （略）

２ 法第３条第２項の規定により第４条第１項の規定の適用を受けない建築物につ ２ 法第３条第２項の規定により第４条第１項の規定の適用を受けない建築物につ

いて、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第３条 いて、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第３条

第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、第４条第１項の規定は、適用しな 第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、第４条第１項の規定は、適用しな

い。 い。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に令第２条第１項第４号ただし書 (1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供する

に掲げる建築物の部分である場合 場合

(2) 増築前における令第２条第１項第４号ただし書に掲げる建築物の部分以外の (2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時

部分の床面積の合計が基準時における同号ただし書に掲げる建築物の部分以外 における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計以下である場合

の部分の床面積の合計以下である場合

(3) 増築又は改築後における令第２条第１項第４号ただし書に掲げる建築物の部 (3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が

分のそれぞれの床面積の合計が同条第３項各号に掲げる建築物の部分の区分に 増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の５分の１（改築の場合に

応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める おいて、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基

割合を乗じて得た面積（改築の場合において、基準時における同条第１項第４ 準時における当該建築物の床面積の合計の５分の１を超えているときは、基準

号ただし書に掲げる建築物の部分のそれぞれの床面積の合計が同条第３項各号 時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計）以下である場合

に掲げる建築物の部分の区分に応じ、基準時における当該建築物の床面積の合

計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時にお

ける同条第１項第４号ただし書に掲げる建築物の部分のそれぞれの床面積の合

計）以下である場合

３ （略） ３ （略）

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

区 域 名 称 区 域 名 称

（略） （略）
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都市計画法第２０条第１項の規定により告示さ 六間通り線沿道地区地区
れた六間通り線沿道地区地区計画の区域のうち地 整備計画区域
区整備計画が定められた区域

都市計画法第２０条第１項の規定により告示さ 桜町３・４丁目及び周辺
れた桜町３・４丁目及び周辺地区地区計画の区域 地区地区整備計画区域
のうち地区整備計画が定められた区域

別表第２（第３条―第９条関係） 別表第２（第３条―第９条関係）

整 計 （ア） （イ） （ウ） （エ） （オ） （カ） （キ） 整 計 （ア） （イ） （ウ） （エ） （オ） （カ） （キ）

備 画 備 画

計 地 建築してはなら 建築物の 建築物の 建築物 壁面の位置の制 建築物の高 垣又は柵の構造の制 計 地 建築してはなら 建築物の 建築物の 建築物 壁面の位置の制 建築物の高 垣又は柵の構造の制

画 区 ない建築物 容積率の 建蔽率の の敷地 限（単位メート さの最高限 限 画 区 ない建築物 容積率の 建蔽率の の敷地 限（単位メート さの最高限 限

区 最高限度 最高限度 面積の ル） 度（単位メ 区 最高限度 最高限度 面積の ル） 度（単位メ

域 最低限 ートル） 域 最低限 ートル）

の 度（単 の 度（単

名 位平方 名 位平方

称 メート 称 メート

ル） ル）

（略） （略）

並 （略） 並 （略）
木 木

元 戸 次に掲げる建築 （略） 元 戸 次に掲げる建築 （略）
町 建 物以外のもの 町 建 物以外のもの

地 住 (1) 一戸建ての 地 住 (1) 一戸建ての

区 宅 住宅 区 宅 住宅

地 地 (2) 一戸建ての 地 地 (2) 一戸建ての

区 区 住宅で事務所､ 区 区 住宅で事務所､

整 店舗その他こ 整 店舗その他こ

備 れらに類する 備 れらに類する

計 用途を兼ねる 計 用途を兼ねる

画 もののうち令 画 もののうち建

区 区 築基準法施行

域 域 令（昭和２５

年政令第３３

第１３ ８号）第１３

０条の３に定 ０条の３に定

めるもの めるもの

(3) 長屋（３戸 (3) 長屋（３戸

以上のものを 以上のものを

除く。）及び 除く。）及び

共同住宅（３ 共同住宅（３

戸以上のもの 戸以上のもの

を除く。） を除く。）

(4) 前３号の建 (4) 前３号の建

築物に附属す 築物に附属す

る物置及び自 る物置及び自

動車車庫等の 動車車庫等の

用途に供する 用途に供する

建築物 建築物
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（略） （略）

六 六 (1) 法別表第２ １０分の

間 間 （へ）項第５ ２０（六

通 通 号及び（と） 間通り線

り り 項第３号に掲 に４メー

線 線 げるもの トル以上

沿 沿 (2) 床面積の合 接する２

道 道 計が１，５０ ００平方

地 地 ０平方メート メートル

区 区 ルを超える倉 以上の敷

地 庫 地を除く。

区 (3) 風営適正化 ）

整 法第２条第１

備 項第２号及び

計 第３号、同条

画 第６項第２号

区 から第６号ま

域 で並びに同条

第１１項に掲

げる営業に係

るもの

(4) マージャン

屋、ぱちんこ

屋、射的場、

勝馬投票券発

売所、場外車

券売場その他

これらに類す

るもの

桜 Ａ １０分の １００ 隣地境界 ０ 道路 基礎の高

町 地 １２ （公共 線（水路、 ． に面 さが敷地

３ 区 公益施 公園、広 ６ する 地盤面か

・ 及 設の用 場その他 側の ら０．６

４ び 地とし これらに 構造 メートル

丁 Ｂ て譲渡 類するも （門 以下のも

目 地 したこ のを除く。 柱、 の

及 区 とによ ）の後退 門扉

び りこの 距離（建 等を

周 規定に 築物に附 除く。

辺 適合し 属する物 ）

地 ないこ 置及び自

区 ととな 動車車庫

地 る土地 等の用途

区 又は公 に供する

整 共公益 建築物を

備 施設の 除く。）

計 整備に

画 協力し

区 代替地

域 として

譲渡若

しくは

交換さ

れた土

地につ

いて、

その全
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部を１

の敷地

として

使用す

る場合

を除く｡

）

Ｃ １００ 隣地境界 ０ 道路 基礎の高

地 （公共 線（水路、 ． に面 さが敷地

区 公益施 公園、広 ６ する 地盤面か

及 設の用 場その他 側の ら０．６

び 地とし これらに 構造 メートル

Ｄ て譲渡 類するも （門 以下のも

地 したこ のを除く。 柱、 の

区 とによ ）の後退 門扉

りこの 距離（建 等を

規定に 築物に附 除く。

適合し 属する物 ）

ないこ 置及び自

ととな 動車車庫

る土地 等の用途

又は公 に供する

共公益 建築物を

施設の 除く。）

整備に

協力し

代替地

として

譲渡若

しくは

交換さ

れた土

地につ

いて、

その全

部を１

の敷地

として

使用す

る場合

を除く｡

）

-67-



議案第１０８号参考資料

川口市税条例の一部を改正する条例新旧対照表

○ 川口市税条例（昭和２９年条例第１１号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

（納税証明事項） （納税証明事項）

第１８条の３ 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規則 第１８条の３ 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規則

」という。）第１条の９第２号に規定する事項は、道路運送車両法（昭和２６年 」という。）第１条の９第２号に規定する事項は、道路運送車両法（昭和２６年

法律第１８５号）第５９条第１項に規定する検査対象軽自動車又は２輪の小型自 法律第１８５号）第５９条第１項に規定する検査対象軽自動車又は２輪の小型自

動車について天災その他やむを得ない事由により軽自動車税を滞納している場合 動車について天災その他やむを得ない事由により種別割 を滞納している場合

においてその旨とする。 においてその旨とする。

（納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金） （納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金）

第１９条 納税者又は特別徴収義務者は、第４０条、第４６条、第４６条の２若し 第１９条 納税者又は特別徴収義務者は、第４０条、第４６条、第４６条の２若し

くは第４６条の５（第５３条の７の２において準用する場合を含む。以下この条 くは第４６条の５（第５３条の７の２において準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）、第４７条の４第１項（第４７条の５第３項において準用する において同じ。）、第４７条の４第１項（第４７条の５第３項において準用する

場合を含む。以下この条において同じ。）、第４８条第１項（法第３２１条の８ 場合を含む。以下この条において同じ。）、第４８条第１項（法第３２１条の８

第３４項及び第３５項の申告書に係る部分を除く。）、第５３条の７、第６７条 第３４項及び第３５項の申告書に係る部分を除く。）、第５３条の７、第６７条、

、第８６条第２項、第１０１条第１項若しくは第２項、第１ 第８４条の７第１項、第８６条第２項、第１０１条第１項若しくは第２項、第１

０５条第２項、第１３４条第１項、第１３５条の１２第３項、第１４３条第１項 ０５条第２項、第１３４条第１項、第１３５条の１２第３項、第１４３条第１項

若しくは第２項又は第１５４条に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納 若しくは第２項又は第１５４条に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納

入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額にその納期限（納期限の延長の 入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額にその納期限（納期限の延長の

あったときは、その延長された納期限とする。以下第１号、第２号及び第５号に あったときは、その延長された納期限とする。以下第１号、第２号及び第５号に

おいて同じ。）の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年１４． おいて同じ。）の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年１４．

６パーセント（次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第１号から第４号までに掲 ６パーセント（次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第１号から第４号までに掲

げる期間並びに第５号及び第６号に定める日までの期間については、年７．３パ げる期間並びに第５号及び第６号に定める日までの期間については、年７．３パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書に ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書に

よって納付し、又は納入書によって納入しなければならない。 よって納付し、又は納入書によって納入しなければならない。
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(1) （略） (1) （略）

(2) 第１０１条第１項若しくは第２項の申告書、 (2) 第８４条の７第１項の申告書、第１０１条第１項若しくは第２項の申告書、

第１３４条第１項の申告書又は第１４３条第１項若しくは第２項の申告書に係 第１３４条第１項の申告書又は第１４３条第１項若しくは第２項の申告書に係

る税額（第４号に掲げる税額を除く。） 当該税額に係る納期限の翌日から１ る税額（第４号に掲げる税額を除く。） 当該税額に係る納期限の翌日から１

月を経過する日までの期間 月を経過する日までの期間

(3) 第１０１条第１項若しくは第２項の申告書、 (3) 第８４条の７第１項の申告書、第１０１条第１項若しくは第２項の申告書、

第１３４条第１項の申告書又は法第７０１条の４９第２項の申告書でその提出 第１３４条第１項の申告書又は法第７０１条の４９第２項の申告書でその提出

期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌 期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌

日から１月を経過する日までの期間 日から１月を経過する日までの期間

(4) ～(6) （略） (4) ～(6) （略）

（軽自動車税の納税義務者等） （軽自動車税の納税義務者等）

第８３条 軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 第８３条 軽自動車税は、３輪以上の軽自動車に対し、当該３輪以上の軽自動車の

取得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種

別割によって課する。

２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者には、法第４４３条第２項に規定

する者を含まないものとする。

２ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第１項の規定により軽自動車税を課するこ ３ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第１項の規定により種別割 を課するこ

とができない者である場合には、前項 の規定にかかわらず、当該軽自動車等の とができない者である場合には、第１項の規定にかかわらず、その使用者に

使用者に軽自動車税を課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等に 課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等に

ついては、この限りでない。 ついては、これを課さない。

（軽自動車税のみなす課税） （軽自動車税のみなす課税）

第８４条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保し 第８４条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保し

ている場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 ている場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第１項に規定す

る３輪以上の軽自動車の取得者（以下この節において「３輪以上の軽自動車の取

得者」という。）又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更が ２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更が

あったときは、新たに買主となる者を 軽自動車 あったときは、新たに買主となる者を３輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車

等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

３ 法第４４４条第３項に規定する販売業者等（以下この項において「販売業者等
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」という。）が、その製造により取得した３輪以上の軽自動車又はその販売のた

めその他運行（道路運送車両法第２条第５項に規定する運行をいう。次項におい

て同じ。）以外の目的に供するため取得した３輪以上の軽自動車について、当該

販売業者等が、法第４４４条第３項に規定する車両番号の指定を受けた場合（当

該車両番号の指定前に第１項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場

合を除く。）には、当該販売業者等を３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、

環境性能割を課する。

４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取得した者が、当該３輪以上の軽自動車

を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該３輪以上の軽自動

車を運行の用に供する者を３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割

を課する。

（軽自動車税の課税免除） （種別割 の課税免除）

第８４条の３ 商品であって使用しない軽自動車等に対しては、軽自動車税を免除 第８４条の３ 商品であって使用しない軽自動車等に対しては、種別割 を免除

する。 する。

（環境性能割の課税標準）

第８４条の４ 環境性能割の課税標準は、３輪以上の軽自動車の取得のために通常

要する価額として施行規則第１５条の１０に定めるところにより算定した金額と

する。

（環境性能割の税率）

第８４条の５ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の

税率は、当該各号に定める率とする。

(1) 法第４５１条第１項（同条第４項又は第５項において準用する場合を含む。

）の規定の適用を受けるもの １００分の１

(2) 法第４５１条第２項（同条第４項又は第５項において準用する場合を含む。

）の規定の適用を受けるもの １００分の２

(3) 法第４５１条第３項の規定の適用を受けるもの １００分の３

（環境性能割の徴収の方法）

第８４条の６ 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければなら

ない。
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（環境性能割の申告納付）

第８４条の７ 環境性能割の納税義務者は、法第４５４条第１項各号に掲げる３輪

以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第３

３号の４様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る環境性能

割額を納付しなければならない。

２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。）は、法第４

５４条第１項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行

規則第３３号の４様式による報告書を市長に提出しなければならない。

（環境性能割に係る不申告等に関する過料）

第８４条の８ 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべ

き事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者

に対し、１００，０００円以下の過料を科する。

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、

その発付の日から１０日以内とする。

（環境性能割の減免）

第８４条の９ 市長は、公益のため直接専用する３輪以上の軽自動車又は第９３条

の２第１項各号に掲げる軽自動車等（３輪以上のものに限る。）のうち必要と認

めるものに対しては、環境性能割を減免する。

２ 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項につ

いては、規則で定める。

（軽自動車税の税率） （種別割 の税率）

第８５条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する軽自動車税の税率は、１台 第８５条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割 の税率は、１台

についてそれぞれ当該各号に定める額とする。 についてそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

（軽自動車税の賦課期日及び納期） （種別割 の賦課期日及び納期）

第８６条 軽自動車税の賦課期日は、４月１日とする。 第８６条 種別割 の賦課期日は、４月１日とする。

２ 軽自動車税の納期は５月１日から同月３１日までとする。 ２ 種別割 の納期は５月１日から同月３１日までとする。

（軽自動車税の徴収の方法） （種別割 の徴収の方法）
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第８８条 軽自動車税は普通徴収の方法によって徴収する。 第８８条 種別割 は普通徴収の方法によって徴収する。

（軽自動車税に関する申告又は報告） （種別割 に関する申告又は報告）

第９０条 軽自動車税の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者（以下こ 第９０条 種別割 の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者（以下こ

の節において「軽自動車等の所有者等」という。）は、軽自動車等の所有者等と の節において「軽自動車等の所有者等」という。）は、軽自動車等の所有者等と

なった日から１５日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者 なった日から１５日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者

にあっては施行規則第３３号の４様式 による申告書に、原動機付自転車及び にあっては施行規則第３３号の４の２様式による申告書に、原動機付自転車及び

小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３３号の５様式による 小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３３号の５様式による

申告書にそれらの者の住所を証明すべき書類を添えて市長に提出しなければなら 申告書にそれらの者の住所を証明すべき書類を添えて市長に提出しなければなら

ない。 ない。

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった場合におい ２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった場合におい

ては、その事由が生じた日から１５日以内に、当該変更があった事項について軽 ては、その事由が生じた日から１５日以内に、当該変更があった事項について軽

自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３３号の 自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３３号の

４様式 による申告書を、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使 ４の２様式による申告書を、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使

用者にあっては施行規則第３３号の５様式による申告書を市長に提出しなければ 用者にあっては施行規則第３３号の５様式による申告書を市長に提出しなければ

ならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合においては、この ならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合においては、この

限りでない。 限りでない。

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった ３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった

日から３０日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっ 日から３０日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっ

ては施行規則第３３号の４様式 による申告書を、原動機付自転車及び小型特 ては施行規則第３３号の４の２様式による申告書を、原動機付自転車及び小型特

殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３４号様式による申告書を市 殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３４号様式による申告書を市

長に提出しなければならない。 長に提出しなければならない。

４ （略） ４ （略）

（軽自動車税に係る不申告等に関する過料） （種別割 に係る不申告等に関する過料）

第９１条 （略） 第９１条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

（軽自動車税の減免） （種別割 の減免）

第９３条 市長は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等のうち必要と認める 第９３条 市長は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等のうち必要と認める

ものに対しては、軽自動車税を減免する。 ものに対しては、種別割 を減免する。

-72-



(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

２ 前項の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限までに当 ２ 前項の規定によって種別割 の減免を受けようとする者は、納期限までに当

該軽自動車等について減免をうけようとする税額及び次の各号に掲げる事項を記 該軽自動車等について減免をうけようとする税額及び次の各号に掲げる事項を記

載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、これを市長に提 載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、これを市長に提

出しなければならない。 出しなければならない。

(1) ～(8) （略） (1) ～(8) （略）

３ 第１項の規定によって軽自動車税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場 ３ 第１項の規定によって種別割 の減免を受けた者は、その事由が消滅した場

合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

（身体障害者等に対する軽自動車税の減免） （身体障害者等に対する種別割 の減免）

第９３条の２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等のうち必要と認 第９３条の２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等のうち必要と認

めるものに対しては、軽自動車税を減免する。 めるものに対しては、種別割 を減免する。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

２ 前項第１号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限ま ２ 前項第１号の規定によって種別割 の減免を受けようとする者は、納期限ま

でに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条 でに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条

の規定により交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律 の規定により交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律

第１６８号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害 第１６８号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害

者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項 者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項

において「身体障害者手帳」という。）、主務大臣の定めるところにより交付さ において「身体障害者手帳」という。）、主務大臣の定めるところにより交付さ

れた療育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）又は精神保健及び精 れた療育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）又は精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定により 神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定により

交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項において「精神障害者保健福祉 交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項において「精神障害者保健福祉

手帳」という。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２条の規定 手帳」という。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２条の規定

により交付された身体障害者若しくは身体障害者等と生計を一にする者若しくは により交付された身体障害者若しくは身体障害者等と生計を一にする者若しくは

身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護す 身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護す

る者の運転免許証（以下この項において「運転免許証」という。）又はこれらの る者の運転免許証（以下この項において「運転免許証」という。）又はこれらの

者の特定免許情報（同法第９５条の２第２項に規定する特定免許情報をいう。次 者の特定免許情報（同法第９５条の２第２項に規定する特定免許情報をいう。次

項において同じ。）が記録された免許情報記録個人番号カード（同条第４項に規 項において同じ。）が記録された免許情報記録個人番号カード（同条第４項に規

定する免許情報記録個人番号カードをいう。次項において同じ。）を提示すると 定する免許情報記録個人番号カードをいう。次項において同じ。）を提示すると

ともに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明 ともに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明

する書類を添付して、提出しなければならない。 する書類を添付して、提出しなければならない。
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(1) ～(6) （略） (1) ～(6) （略）

３ （略） ３ （略）

４ 第１項第２号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限 ４ 第１項第２号の規定によって種別割 の減免を受けようとする者は、納期限

までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示（市長が、当該軽自動車等の提示 までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示（市長が、当該軽自動車等の提示

に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出）をするとともに、 に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出）をするとともに、

前条第２項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 前条第２項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定によって軽自動車税の減免を受けている者 ５ 前条第３項の規定は、第１項の規定によって種別割 の減免を受けている者

について準用する。 について準用する。

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等） （原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等）

第９４条 （略） 第９４条 （略）

２ 法第４４５条若しくは第８４条の２又は第８３条第２項ただし書の規定によっ ２ 法第４４５条若しくは第８４条の２又は第８３条第３項ただし書の規定によっ

て軽自動車税を課することのできない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有 て種別割 を課することのできない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有

者又は使用者は、その主たる定置場が市内に所在することとなったときは、その 者又は使用者は、その主たる定置場が市内に所在することとなったときは、その

事由が発生した日から１５日以内に、市長に対し、施行規則第３３号の５様式に 事由が発生した日から１５日以内に、市長に対し、施行規則第３３号の５様式に

よる申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車及び小型特殊自動車の提示をし よる申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車及び小型特殊自動車の提示をし

て、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。軽自動車税 て、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。種別割

を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第４４５条若しくは第８ を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第４４５条若しくは第８

４条の２又は第８３条第２項ただし書の規定によって軽自動車税を課されないこ ４条の２又は第８３条第３項ただし書の規定によって種別割 を課されないこ

ととなったときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使 ととなったときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使

用者についても、また、同様とする。 用者についても、また、同様とする。

３～６ （略） ３～６ （略）

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転車及 ７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転車及

び小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在しないこととなったとき、当該原 び小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在しないこととなったとき、当該原

動機付自転車及び小型特殊自動車を所有し若しくは使用しないこととなったとき 動機付自転車及び小型特殊自動車を所有し若しくは使用しないこととなったとき

又は当該原動機付自転車及び小型特殊自動車に対して軽自動車税が課されること 又は当該原動機付自転車及び小型特殊自動車に対して種別割 が課されること

となったときは、その事由が発生した日から１５日以内に市長に対し、その標識 となったときは、その事由が発生した日から１５日以内に市長に対し、その標識

及び証明書を返納しなければならない。 及び証明書を返納しなければならない。

８・９ （略） ８・９ （略）

附 則 附 則
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（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例）

第１６条の３ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第１章第２節の

規定にかかわらず、埼玉県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行

うものとする。

２ 埼玉県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦

課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同条第２項又は第３

項において準用する場合を含む。）又は法第４５１条第１項若しくは第２項（こ

れらの規定を同条第４項又は第５項において準用する場合を含む。）の適用を受

ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣

の認定等（法附則第２９条の９第３項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。

次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。

３ 埼玉県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環

境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第１６条の

５の規定により読み替えられた第８４条の７第１項の納期限（納期限の延長があ

ったときは、その延長された納期限）後において知った場合において、当該事実

が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段

（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽り

その他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由と

して国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであ

るときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る３輪以上の

軽自動車について法附則第２９条の１１の規定によりその例によることとされた

法第１６１条第１項に規定する申告書を提出すべき当該３輪以上の軽自動車の取

得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額

は、同項の不足額に、これに１００分の３５の割合を乗じて計算した金額を加算

した金額とする。

（軽自動車税の環境性能割の減免の特例）

第１６条の４ 市長は、当分の間、第８４条の９の規定にかかわらず、埼玉県知事

が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める３
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輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。

（軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例）

第１６条の５ 第８４条の７の規定による申告納付については、当分の間、同条中

「市長」とあるのは、「埼玉県知事」とする。

（軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付）

第１６条の６ 市は、埼玉県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を

行うために要する費用を補償するため、法附則第２９条の１６第１項に掲げる金

額の合計額を、徴収取扱費として埼玉県に交付する。

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例）

第１６条の７ 営業用の３輪以上の軽自動車に対する第８４条の５の規定の適用に

ついては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１号 １００分の１ １００分の０．５

第２号 １００分の２ １００分の１

第３号 １００分の３ １００分の２

２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第８４条の５（第３号に係る部分に限る。

）の規定の適用については、当分の間、同号中「１００分の３」とあるのは、「

１００分の２」とする。

（軽自動車税 の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例）

第１７条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該軽自 第１７条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該軽自

動車が最初の道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（ 動車が最初の法第４４４条第３項に規定する 車両番号の指定（

以下この条において「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して１ 以下この条において「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して１

４年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税 に係る第８５ ４年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第８５

条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表 条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

（略） （略）

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対する ２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対する

第８５条の規定の適用については、当該軽自動車が令和７年４月１日から令和１ 第８５条の規定の適用については、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和８
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０年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番 年３月３１日まで の間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番

号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税 に限り、次の表 号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 掲げる字句とする。

（略） （略）

３ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受ける３輪以上の同項 ３ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受ける３輪以上の法第４４６条第１項第

に規定するガソリン軽自動車（以下この条において「ガソリン軽自動車」と ３号に規定するガソリン軽自動車（以下この条において「ガソリン軽自動車」と

いう。）（営業用の乗用のものに限る。）に対する第８５条の規定の適用につい いう。）（営業用の乗用のものに限る。）に対する第８５条の規定の適用につい

ては、当該ガソリン軽自動車が令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの ては、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和８年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には、令和８年度分 間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属

の軽自動車税 に限り、同条第２号ア(ｲ) 中「３，９ する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第２号ア(ｲ) 中「３，９

００円」とあるのは「２，０００円」と、同号ア(ｳ) ａ(a) 中「６，９００円」 ００円」とあるのは「２，０００円」と、同号ア(ｳ) ａ(a) 中「６，９００円」

とあるのは「３，５００円」とする。 とあるのは「３，５００円」とする。

４ 法附則第３０条第４項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動車（前

項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。）に対する第

８５条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から

令和７年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車

両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同

条第２号ア(ｲ) 中「３，９００円」とあるのは「３，０００円」と、同号ア(ｳ)

ａ(a) 中「６，９００円」とあるのは「５，２００円」とする。

（軽自動車税 の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例）

第１７条の２ 市長は、軽自動車税 の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動 第１７条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動

車が前条第２項又は第３項 の規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当 車が前条第２項から第４項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当

するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０条の２ するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０条の２

第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき 第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき

当該判断をするものとする。 当該判断をするものとする。

２ 市長は、納付すべき軽自動車税 の額について不足額があることを第８ ２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第８

６条第２項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）後 ６条第２項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）後

において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等 において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等
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の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な

情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土 情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土

交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の 交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の

認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一 認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一

般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有者 般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有者

とみなして、軽自動車税 に関する規定（第９０条及び第９１条の規定を とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定（第９０条及び第９１条の規定を

除く。）を適用する。 除く。）を適用する。

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税 の額は、 ３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、

同項の不足額に、これに１００分の３５の割合を乗じて計算した金額を加算した 同項の不足額に、これに１００分の３５の割合を乗じて計算した金額を加算した

金額とする。 金額とする。
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○ 川口市税条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第５７号）（附則第４条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

第６条 平成２７年３月３１日以前に初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の 第６条 平成２７年３月３１日以前に初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の

規定による車両番号の指定を受けた３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車 規定による車両番号の指定を受けた３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車

税 に係る川口市税条例第８５条及び附則第１７条の規定の適用について 税の種別割に係る川口市税条例第８５条及び附則第１７条の規定の適用について

は、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ は、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 同表の右欄に掲げる字句とする。

（略） （略）
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議案第１０９号参考資料

川口市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表

○ 川口市国民健康保険税条例（昭和２９年条例第２５号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

（課税額） （課税額）

第２条 （略） 第２条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（２項世帯主を除 ５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（２項世帯主を除

く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及 く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及

び被保険者均等割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（地方税 び被保険者均等割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（地方税

法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第７０３条の４第３０項 法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第７０３条の４第３０項

に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上 に規定する１８歳以上被保険者をいう 。）につき算定した１８歳以上

被保険者均等割額を加算した額とする。ただし、当該加算した額が３０，０００ 被保険者均等割額を加算した額とする。

円を超える場合においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、３０，０００

円とする。

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額） 等割額）

第８条の３ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１，４０ 第８条の３ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１，５０

０円とする。 ０円とする。

（１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保

険者均等割額）

第８条の４ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保険者

１人について１００円とする。

（税額の減額） （税額の減額）

第２２条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課す 第２２条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課す
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る国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からアに掲げる額を減 る国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からアに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額が６６０，０００円を超える場合には、６６ 額して得た額（当該減額して得た額が６６０，０００円を超える場合には、６６

０，０００円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からイに掲げる額 ０，０００円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からイに掲げる額

を減額して得た額（当該減額して得た額が２６０，０００円を超える場合には、 を減額して得た額（当該減額して得た額が２６０，０００円を超える場合には、

２６０，０００円）、同条第４項本文の介護納付金課税額からウに掲げる額を減 ２６０，０００円）、同条第４項本文の介護納付金課税額からウに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、１７ 額して得た額（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、１７

０，０００円）並びに同条第５項本文の子ども・子育て支援納付金課税額からエ ０，０００円）及び同条第５項 の子ども・子育て支援納付金課税額からエ

及びオに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が３０，０００円を超 に 掲げる額を減額して得た額の

える場合には、３０，０００円）の合算額とする。 合算額とする。

(1) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、 (1) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険 ４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規定により被保険 者及び特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規定により被保険

者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同 者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同

一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）のうち給与所得を有する者（前年 一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）のうち給与所得を有する者（前年

中に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４０ 中に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４０

年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規 年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規

定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入 定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入

金額が５５０，０００円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同 金額が５５０，０００円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同

じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３条の５ じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３条の５

第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年 第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年

金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受け 金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受け

た者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６００，０ た者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６００，０

００円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等の収 ００円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等の収

入金額が１，１００，０００円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有す 入金額が１，１００，０００円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有す

る者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」とい る者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」とい

う。）が２以上の場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者等の数 う。）が２以上の場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）を超 から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）を超

えない世帯に係る納税義務者 えない世帯に係る納税義務者

ア～ウ （略） ア～ウ （略）

エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険 エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険
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者均等割額 被保険者（２項世帯主を除く。）１人について ９８０円 者均等割額 被保険者（２項世帯主を除く。）１人について １，０５０円

オ １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（２項世帯主を除く。）１人につい

て ７０円

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、 (2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険 ４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、 者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、

４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００ ４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００

円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人 円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人

につき３１０，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前 につき３０５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前

号に該当する者を除く。） 号に該当する者を除く。）

ア～ウ （略） ア～ウ （略）

エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険 エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 被保険者（２項世帯主を除く。）１人について ７００円 者均等割額 被保険者（２項世帯主を除く。）１人について ７５０円

オ １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（２項世帯主を除く。）１人につい

て ５０円

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、 (3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険 ４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、 者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、

４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００ ４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００

円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人 円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人

につき５７０，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前 につき５６０，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前

２号に該当する者を除く。） ２号に該当する者を除く。）

ア～ウ （略） ア～ウ （略）

エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険 エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 被保険者（２項世帯主を除く。）１人について ２８０円 者均等割額 被保険者（２項世帯主を除く。）１人について ３００円

オ １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（２項世帯主を除く。）１人につい

て ２０円
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２ ６歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある国民健康保険の被保険 ２ ６歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある国民健康保険の被保険

者（以下「未就学児」という。）が属する世帯の納税義務者に対して課する被保 者（以下「未就学児」という。）が属する世帯の納税義務者に対して課する被保

険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者 険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者

均等割額（前項に規定する金額を減額した世帯にあっては、その減額後の被保険 均等割額（前項に規定する金額を減額した世帯にあっては、その減額後の被保険

者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分 者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める額を減額して得た額とする。 に応じ、当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者 (3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 未就学児１人について、次のアからエまでに掲げる世帯の区分に応 均等割額 未就学児１人について、次のアからエまでに掲げる世帯の区分に応

じ、当該アからエまでに定める額 じ、当該アからエまでに定める額

ア 前項第１号エに規定する金額を減額した世帯 ２１０円 ア 前項第１号エに規定する金額を減額した世帯 ２２５円

イ 前項第２号エに規定する金額を減額した世帯 ３５０円 イ 前項第２号エに規定する金額を減額した世帯 ３７５円

ウ 前項第３号エに規定する金額を減額した世帯 ５６０円 ウ 前項第３号エに規定する金額を減額した世帯 ６００円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ７００円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ７５０円

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第５６条の８９第４項第 ３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第５６条の８９第４項第

１号に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属する場合に １号に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属する場合に

おける当該納税義務者に対して課する所得割額並びに被保険者均等割額及び１８ おける当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額

歳以上被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額した世帯にあっては、そ （第１項に規定する金額を減額した世帯にあっては、そ

の減額後の被保険者均等割額及び１８歳以上被保険者均等割額）は、当該所得割 の減額後の被保険者均等割額。以下この項において同じ。 ）は、当該所得割

額並びに被保険者均等割額及び１８歳以上被保険者均等割額から、次の各号に掲 額及び被保険者均等割額 から、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める額を、当該出産被保険者につき算定した所得 げる区分に応じ、当該各号に定める額を、当該出産被保険者につき算定した所得

割額並びに被保険者均等割額及び１８歳以上被保険者均等割額のうち当該出産被 割額及び被保険者均等割額 のうち当該出産被

保険者の出産の予定日（地方税法施行規則第２４条の３０の６に規定する場合に 保険者の出産の予定日（地方税法施行規則第２４条の３０の５に規定する場合に

は、出産の日）の属する月（以下「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の は、出産の日）の属する月（以下「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の

場合には、３月前）から出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期間」 場合には、３月前）から出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期間」

という。）に係るものとして減額して得た額とする。 という。）に係るものとして減額して得た額とする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出 (2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出

産被保険者につき第４条の規定により算定した被保険者均等割額（第１項に規 産被保険者につき第４条の規定により算定した被保険者均等割額

定する金額を減額した世帯にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に１ に１

-83-



２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度 ２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度

に属する月数を乗じて得た額 に属する月数を乗じて得た額

(3) （略） (3) （略）

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均 (4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均

等割額 当該出産被保険者につき第６条の規定により算定した被保険者均等割 等割額 当該出産被保険者につき第６条の規定により算定した被保険者均等割

額（第１項に規定する金額を減額した世帯にあっては、その減額後の被保険者 額

均等割額）に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間 に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間

のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) （略） (5) （略）

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 (6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額

当該出産被保険者につき第８条の規定により算定した被保険者均等割額（第１ 当該出産被保険者につき第８条の規定により算定した被保険者均等割額

項に規定する金額を減額した世帯にあっては、その減額後の被保険者均等割額

）に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当 に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当

該年度に属する月数を乗じて得た額 該年度に属する月数を乗じて得た額

(7) （略） (7) （略）

(8) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保 (8) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保

険者均等割額 当該出産被保険者につき第８条の３の規定により算定した被保 険者均等割額 当該出産被保険者につき第８条の３の規定により算定した被保

険者均等割額（第１項に規定する金額を減額した世帯にあっては、その減額後 険者均等割額

の被保険者均等割額）に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産 に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産

前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(9) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８

歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第８条の４の規定により算

定した１８歳以上被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額した世帯に

あっては、その減額後の１８歳以上被保険者均等割額）に１２分の１を乗じて

得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額

４ １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある国民健康保険の被保

険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）が属する世帯の納税義務者に対し

て課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額（当該納税義務者

の世帯に属する１８歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額（前３項に
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規定する金額を減額した世帯にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限

る。）は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当する額を減

額して得た額とする。

（税額の減免） （税額の減免）

第２７条 市長は、次の各号に該当する者のうち、必要があると認めるものに対し 第２７条 市長は、次の各号に該当する者のうち、必要があると認めるものに対し

国民健康保険税を減額し、又は免除することができる。ただし、第３号に該当す 国民健康保険税を減額し、又は免除することができる。ただし、第３号に該当す

る者に係る減免については、同号に規定する資格取得日の属する月以後２年を経 る者に係る減免については、同号に規定する資格取得日の属する月以後２年を経

過する月までの間に限る。 過する月までの間に限る。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

(4) １８歳未満被保険者 (4) １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある国民健康保険の被

（２項世帯主を除く。）が３人以上属する世帯の納税義務者 保険者（２項世帯主を除く。）が３人以上属する世帯の納税義務者

(5) （略） (5) （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

附 則 附 則

１～２０ （略） １～２０ （略）

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の特例）

２１ 当分の間、第８条の３に規定する被保険者均等割額には、第２条第５項の１

８歳以上被保険者均等割額を含むものとする。
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